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はじめに 

 

 地方独立行政法人法第２８条の規定に基づき、地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの令和

２年度における業務実績の全体について、地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会の

意見聴取を行った上で、総合的に評価を実施した。 

 評価に際しては、「地方独立行政法人岡山市立総合医療センター業務実績評価の基本方針」及び「地

方独立行政法人岡山市立総合医療センター年度評価実施要領」に基づき行った。  

 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会委員名簿 

 氏名 役職名等 

委員長 小川 弘子 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

地域医療人材育成講座 教授 

職務代理 松本 安治 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 常務理事 

 飛山 美保 弁護士 

 野田 尚紀 公認会計士・税理士 

 平田 洋 一般社団法人岡山市医師会 会長 
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１．全体評価 

（１）評価結果及び判断理由、考慮した事由 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センターにおける令和２年度の全体評価の結果は、 

「全体として中期計画の実現に向けて概ね計画どおり進んでいる」とする。 

 

 第２期中期目標・中期計画の３年目となる令和２年度の業務実績に関する評価については、４ペー

ジ以降に詳しく示すように、第１から第４までの大項目全ての項目について「評価３（中期計画の実

現に向けて概ね計画どおり進んでいる）」と判断した。 

 また、３９の小項目のうち、９７．４％に当たる３８項目において、「年度計画を順調に実施してい

る」以上の評価とした。 

 

 全体評価に当たり、特筆すべき項目は以下のとおりである。 

・市民病院については、救急医療、感染症医療の分野において新型コロナ対応で大きく貢献したほか、

コロナ禍で様々な制限のある中、セーフティネット、高度専門医療の分野でも役割を十分に果たし

ていること。 

・せのお病院については、地域の医療機関との連携強化や退院前カンファレンスの充実により、周辺

地域における中心的な役割を果たしていること。 

・医療の質の向上の面では、院内感染防止対策を着実に遂行するとともに、近隣病院への新型コロナ

感染対策の指導にも取り組んでいるほか、クリニカルパスの使用率がさらに伸びていること。 

・地域医療ネットワークの推進の面においては、ウェブ会議等の活用により地域の医療機関との関係

づくりを継続し、紹介率の向上等を達成したほか、県内の医師不足地域の自治体病院等への医師派

遣を継続するなど、人的支援の面においても貢献していること。 

・教育及び人材育成の面では、コロナ禍においても岡山大学との連携を高い水準で維持し、地域医療

や救急医療を担う若手医師等の人材育成に大きく貢献していること。 

・業務運営体制の構築の面においては、医師をはじめとした多様な人材の確保ができており、診療体

制の強化・充実がさらに進んでいること。 

 

一方で、以下のとおり課題となる項目も見受けられた。 

・せのお病院については、地域医療機関が参加する講演会を相手方の事情もあるとはいえ、１度も開

催できなかった。 

 

また、財務内容の改善の項目においては、入院外来とも患者数が減少する中、新型コロナ患者の受

入体制を整備し積極的に受け入れた結果、補助金収入により前年度に引き続き黒字を確保した。 

 

以上、特筆すべき項目や特に課題となった項目などを総合的に勘案した結果、令和２年度業務実績

の全体評価は、「全体として中期計画の実現に向けて概ね計画どおり進んでいる」とした。 
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（２）全体評価にあたっての意見・指摘等 

○ 市民病院については、前年度に引き続き、救急医療、感染症医療、セーフティネット、高度専門

医療といった公立病院として求められる役割を十分に果たしている。 

  特に、救急医療、感染症医療については、コロナ禍においても連携病院と協力し可能な限り救急

要請に対応できるよう努めたことや、第二種感染症指定医療機関として、また岡山県の新型コロナ

重点医療機関として、新型コロナウイルス感染症患者の受入体制を整備し中心的な役割を果たした

ことは、市民の安全・安心に大きく貢献している。 

 

○ せのお病院については、積極的に地域の医療機関からの紹介患者を受け入れるとともに、患者の

在宅復帰のため退院前カンファレンスを充実するなど周辺地域における中心的な役割を果たした

ほか、コロナ禍においても市民病院をはじめとした急性期病院の後方支援の役割も果たしている。 

  なお、地域包括ケアの充実への貢献の項目においては、コロナ禍であっても地域の医療機関が参

加できるよう、講演会の開催方法の検討を実施していただく必要がある。 

 

○ インシデント・アクシデント報告について、医師からの報告比率が低いことに関し、引き続き改

善の検討を進めていただきたい。 

 

○ 患者ニーズの把握等については、コロナ禍で様々な制限のある中、徹底した感染対策やケアキャ

ビネットを活用した受入先の確保、オンラインでの面会などの対応により、患者満足度の向上を実

現している。 

 

○ 財務内容の改善の項目に関しては、新型コロナの影響によりすべての診療科で患者が減少する

中、新型コロナ患者の受入体制を整備し積極的に患者の受入れに努めた結果、補助金により経常収

支の黒字を達成したことは評価できるが、新型コロナ収束後を見据えた持続可能な経営基盤の確立

に向けて、引き続き増収及び効率化に取り組んでいただきたい。 
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２．項目別評価 

（１）大項目評価 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 
 

評価結果 

５ 
中期計画の実
現に向けて特
筆すべき進捗
状況にある 
 
 

４ 
中期計画の実
現に向けて目
標を上回って
実施している 
 
 

３ 

中期計画の実
現に向けて概
ね計画どおり
進んでいる 
 

２ 
中期計画の実
現のためには
やや遅れてい
る 
 
 

１ 
中期計画の実
現のためには
重大な改善す
べき事項があ
る 
 

  

小項目評価の集計結果 

 

 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１ 市⽴病院   特 担   医療

（１） 市⺠病院
ア 救急医療 岡⼭ＥＲ ○ 5
イ 感染症医療 ○ 5
ウ 災害医療 ○ 3
エ ⼩児 周産期医療 ○ 3
オ セーフティネット機能 ○ 4
カ ⾼度専門医療 ○ 4

（２） せのお病院
ア 地域医療 ○ 4
イ 後方支援の役割 ○ 3
ウ 初期救急医療 提供 ○ 3
エ 地域包括ケアの充実への貢献 ○ 2
オ 災害医療 ○ 3

２ 医療 質 向上
（１） 安全 安⼼ 医療 提供

ア 医療安全対策 ○ 3
イ 院内感染防止対策 ○ 5
ウ ⾏動規範 倫理 確⽴ ○ 3

（２） 総合的 診療体制 確⽴    医療 推進 ○ 4
（３） 医療 標準化 推進

ア 総合情報システムの活用 ○ 4
イ クリニカルパス ○ 4

（４） 調査・研究の実施 ○ 3

評価 評点⼩項目
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内容及び判断にあたって考慮した事由 

３０項目中２９項目で「年度計画を順調に実施している」以上の実施状況と評価した。そのうち３項

目を「年度計画を大幅に上回って実施している」、１２項目を「年度計画を上回って実施している」良

好な実施状況であると判断した。一方で、１項目については「年度計画を十分に実施できていない」実

施状況と評価した。 

 

○「年度計画を上回って実施している」項目 

・市民病院（救急医療・岡山ＥＲ、感染症医療、セーフティネット機能、高度専門医療） 

・せのお病院（地域医療） 

・安全・安心な医療の提供（院内感染防止対策） 

・総合的な診療体制の確立とチーム医療の推進 

・医療の標準化の推進（総合情報システムの活用、クリニカルパス） 

・患者中心の医療の提供（薬剤管理指導・栄養食事指導、患者ニーズの把握等） 

・市民や患者にわかりやすい情報発信 

・地域医療連携の推進 

・在宅医療を含む地域医療への支援（医師不足地域等への人的支援等） 

・教育及び人材育成 

 

○「年度計画を十分に実施できていない」項目 

・せのお病院（地域包括ケアの充実への貢献） 

 

３ 市⺠ 患者     向上
（１） 患者中⼼ 医療 提供

ア インフォームドコンセント、セカンドオピニオン ○ 3
イ 薬剤管理指導 栄養⾷事指導 ○ 4
ウ 患者ニーズの把握等 ○ 4
エ 紛争解決 ○ 3

（２） 職員の接遇向上 ○ 3
（３） 市⺠ 患者       情報発信 ○ 4

４ 地域医療       推進
（１） 地域医療連携 推進 ○ 4
（２） 在宅医療 含 地域医療  支援

ア 在宅医療 推進 ○ 3
イ 医師不⾜地域等  ⼈的支援等 ○ 4

５ 教育及び⼈材育成 ○ 4
６ 保健 医療 福祉連携  貢献

（１） 保健医療福祉⾏政  協⼒ ○ 3
（２） 疾病予防の取組 ○ 3

10.0% 40.0% 46.7% 3.3% 0.0% 3.6構成比／平均評点
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評価にあたっての意見・指摘等 

○「１(１)ア 市民病院 救急医療・岡山ＥＲ」 

・市民病院の救急医療については、重点医療機関として新型コロナ患者の受入れのため病床制限など

があるが、感染対策を徹底し患者の安全確保を図るほか、空床確保のため連携病院との協力を進め

るなど、可能な限り救急要請に対応することで、今後とも市民が安心できる救急医療の提供を期待

する。 

 

○「１(１)イ 市民病院 感染症医療」 

・市民病院については、第二種感染症指定医療機関として、今後とも新型コロナ対応における中心的

な役割を期待する。 

 

○「１(２)ア せのお病院 地域医療」 

・せのお病院については、地域の医療機関との連携強化や退院前カンファレンスの充実により、今後

とも周辺地域における中心的な役割を果たすことを期待する。 

 

○「１(２)エ せのお病院 地域包括ケアの充実への貢献」 

・せのお病院については、コロナ禍であっても地域の医療機関が参加する講演会を開催できるよう、

対象となる事業所等の参加を促す開催方法の検討をしていただきたい。 

 

○「２(１)ア 医療安全対策」 

 ・インシデント・アクシデント報告については、医師からの報告比率は前年度よりやや上回っている

ものの、引き続き改善の検討を進めていただきたい。 

 

○「３(１)ウ 患者ニーズの把握等」 

 ・コロナ禍においても、徹底した感染防止対策やオンラインでの面会実施などにより患者ニーズに的

確に対応することで、今後とも病院への信頼性を高めつつ、患者サービスの向上が図られることを

期待する。 

 

○「３(１)エ 紛争解決」 

 ・係争中の案件については、引き続き円満な解決に努めていただきたい。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

評価結果 

５ 
中期計画の実
現に向けて特
筆すべき進捗
状況にある 
 
 

４ 
中期計画の実
現に向けて目
標を上回って
実施している 
 
 

３ 

中期計画の実
現に向けて概
ね計画どおり
進んでいる 
 

２ 
中期計画の実
現のためには
やや遅れてい
る 
 
 

１ 
中期計画の実
現のためには
重大な改善す
べき事項があ
る 
 

  

小項目評価の集計結果 

 

 

内容及び判断にあたって考慮した事由 

６項目すべてについて「年度計画を順調に実施している」以上の実施状況と評価し、そのうち２項目

は「年度計画を上回って実施している」良好な実施状況と判断した。 

 

○「年度計画を上回って実施している」項目 

・多様な人材の確保 

・研修制度の充実及び資格取得への支援 

 

評価にあたっての意見・指摘等 

○「１（１）業務運営体制の構築 

・コロナ禍収束後を見据えた業務運営体制の構築については、次年度以降期待する。 

  

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１ 業務運営体制の構築

（１） 業務運営体制の構築 ○ 3
（２） 多様な⼈材の確保 ○ 4
（３） 外部評価等の活用 ○ 3

２ 職員      満⾜度 向上
（１） 研修制度 充実及 資格取得  支援 ○ 4
（２） 適正 ⼈事評価制度 ○ 3
（３） 職場環境の整備 ○ 3

0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 3.3

⼩項目 評価 評点

構成比／平均評点
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

小項目評価の集計結果 

 

 

内容及び判断にあたって考慮した事由 

２項目すべてについて「年度計画を順調に実施している」実施状況と評価した。 

 

評価にあたっての意見・指摘等 

○「１ 持続可能な経営基盤の確立」 

・新型コロナの影響によりすべての診療科で患者が減少する中、新型コロナ患者の受入体制を整備し

積極的に患者の受入れに努めた結果、補助金により経常収支の黒字を達成しているが、新型コロナ

収束後を見据えて、持続可能な経営基盤の確立に取り組んでいただきたい。 

  

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
○ 3
○ 3

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.0

１ 持続可能 経営基盤 確⽴
２ 収入の確保及び費用の節減

構成比／平均評点

⼩項目 評価 評点

評価結果 

５ 
中期計画の実
現に向けて特
筆すべき進捗
状況にある 
 
 

４ 
中期計画の実
現に向けて目
標を上回って
実施している 
 
 

３ 

中期計画の実
現に向けて概
ね計画どおり
進んでいる 
 

２ 
中期計画の実
現のためには
やや遅れてい
る 
 
 

１ 
中期計画の実
現のためには
重大な改善す
べき事項があ
る 
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第４ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

評価結果 

５ 
中期計画の実
現に向けて特
筆すべき進捗
状況にある 
 
 

４ 
中期計画の実
現に向けて目
標を上回って
実施している 
 
 

３ 

中期計画の実
現に向けて概
ね計画どおり
進んでいる 
 

２ 
中期計画の実
現のためには
やや遅れてい
る 
 
 

１ 
中期計画の実
現のためには
重大な改善す
べき事項があ
る 
 

 

小項目評価の集計結果 

 

 

内容及び判断にあたって考慮した事由 

該当の１項目について「年度計画を順調に実施している」実施状況と評価した。 

 

評価にあたっての意見・指摘等 

○「１ 健康・医療・福祉を核としたまちづくりへの貢献」 

・整備した通信・放送設備等を活用した市民の健康増進に寄与する具体的な取組については、次年度

以降期待する。 

 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
○ 3

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0 3.0

評価 評点

１ 健康 医療 福祉 核          貢献
構成比／平均評点

⼩項目
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１． 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの概要 

 

（１）現況（令和２年４月１日現在） 

① 法人名 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 

 

② 本部の所在地 

岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 

 

③ 運営する病院 

病院名 所在地 病床数 

岡山市立 

市民病院 

岡山市北区北長瀬表町 

三丁目 20番 1号 

400 床  

・一般病床 387床 

・結核病床 7床 

・感染症病床 6床 

岡山市立 

せのお病院 

岡山市南区妹尾 

850 番地 

60 床  

・一般病床 － 

・地域包括ケア病床 60 床 

 

 

 

 

 

 

 

④ 役員の状況 

役職名 氏名 備考 

理事長 松本 健五 岡山市立市民病院長兼務 

常務理事 片山 伸二 
法人本部長兼務 

法人本部事務局長兼務 

理 事 

金澤 右 
岡山大学理事 

岡山大学病院長 

東 良平 
独立行政法人国立病院機構 

岡山医療センター名誉院長 

髙橋 邦彰 
岡山商工会議所専務理事 

岡山県商工会議所連合会専務理事 

今城 健二 岡山市立市民病院副院長兼務 

臼井 正明 岡山市立市民病院副院長兼務 

監 事 

 沢 徹 弁護士 

大倉 宏治 公認会計士・税理士 
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⑤ 職員数 

区分 医師 看護師 事務員 
臨床検査 

技師ほか 
計 

特別職 １人 0 人 1 人 0 人 2 人 

正規職員 76 人 418 人 56 人 157 人 707 人 

嘱託職員 9 人 0 人 12 人 23 人 44 人 

再雇用職員 0 人 6 人 6 人 5 人 17 人 

非正規職員 92 人 81 人 82 人 52 人 307 人 

計 178 人 505 人 157 人 237 人 1,077 人 

  ※岡山市からの派遣職員を含む。 

※職員を兼ねる役員を含む。 

 

（２）入院及び外来患者数 

病院名 入院患者 外来患者 

岡山市立市民病院 106,345 人 121,112 人 

岡山市立せのお病院 19,000 人 13,003 人 

  ※令和２年度における延べ患者数 

 

 

 

 

 

（３）基本的な目標等 

■ 基本的な目標 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センターは、岡山市の医療政策

として求められる救急医療、感染症医療、災害時における医療及び高

度医療の提供、地域医療の支援等を行うことにより、岡山市内におけ

る医療水準の向上を図り、もって市民の生命と健康を守ることを目的

とし、市民に必要とされる医療を確実に実施する。 

また、柔軟で迅速な人材確保など、機動性・弾力性が高く、自律的

な経営を実践するとともに、市民へのより良い医療の提供と、より効

果的・効率的な病院運営を行い、地域医療の推進のための重要な役割

を担うことにより、岡山市長から指示された中期目標を達成する。 

 

■ 基本理念 

心技体 

・心の通い合う医療の提供 

・質の高い安全な医療の提供 

・健全で自立した経営と働きやすい職場 

 

■ 基本方針 

【岡山市立市民病院】 

私たちは、市民に信頼され、期待される病院であり続けるために、

次のことを実践します。 

１． 患者中心の医療 

患者に対し十分な説明と同意のもとに医療を提供し、かつ、診療

情報を積極的に公開し、患者の尊厳・権利を尊重する患者中心の

全人的医療を行います。 
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２．医療水準の向上 

総合的医療機能を基盤に、高度・特殊・先駆的医療等を担い、さら

に地域医療を担う医師の育成、医療従事者の研修の場としての役

割を果たし、地域の医療水準の向上に努めます。 

３．安全な医療 

患者に安心と信頼をもたらす医療を提供し、また、職員に希望と

誇りを育み、充実して働きやすい職場環境を推進します。 

４．地域医療への貢献 

地域の医療機関との連携を密にし、また、救急医療を積極的に推

進し、市民に愛され信頼される地域の中核病院としての役割を果

たします。 

５．健全経営の確保 

自治体病院に期待される健康危機管理機能の強化等の公共性を確

保するとともに、合理的かつ効率的な病院経営に努めることによ

り、健全で自立した経営基盤を確立します。 

 

【岡山市立せのお病院】 

 ・医療を受ける人の立場に立ち、心のこもった医療を実践します。 

・患者の権利を尊重し、満足のいく医療を行います。 

 ・健全な病院経営に努め、良質な医療サービスを提供します。 

 ・保健、福祉、医療の連携のもとに、安心して生活できる地域づくり

を推進します。 

・職員の医療人としての資質の向上に努めます。 

  

 

 

 

２．全体状況 

（１） 法人運営の総括 

第２期中期計画の３年目となる今年度は、岡山市長から指示され

た第２期中期目標を達成するため、法人本部の機能強化や市民病院

における部署の統廃合を実施し、医療機能の強化や経営基盤の効率

化等に取り組んだ。しかし、新型コロナウイルス感染症（以下、「新

型コロナ」という）患者の受入れや感染対策等への対応を余儀なく

され、その影響は大きなものとなった。 

市民病院においては、「断らない救急」の実現のため、救急車の不

応需に対してベッドコントロール部門、地域医療連携部門などを中

心に改善に努めた。また、救急部門と集中治療部門の一体化などに

よる機能強化等の検討を行った。災害医療については、事業継続計

画（ＢＣＰ）に基づき訓練を行い、災害発生時の医療活動に備えた

医薬品、水、食料等の維持管理を行った。しかし、新型コロナの影響

により、災害医療研修、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成、訓

練は中止となった。一方、新型コロナという緊急時に迅速かつ適切

な医療提供のできる拠点機能を確保し、新型コロナの重点医療機関

の指定を受けた。 

感染症医療については、新型コロナに関して、岡山市保健所及び

岡山県との連絡を緊密に行いながら院内体制を構築し、県内発生に

対応し、新型コロナの重点医療機関の指定を受けた。また、患者の

受入れや市民への啓発を行う等、第二種感染症指定医療機関として

の役割を果たした。 

教育・人材育成については、岡山大学の学外実習受入や卒後臨床

研修などを実施したほか、大学院制度においては、実践総合診療学

講座等を開講し、引き続き救急医療現場での人材育成を行った。 

せのお病院においては、全床を地域包括ケア病床とし、市民病院
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をはじめとする急性期病院の後方支援として、また、診療所や介護

サービス事業所等との密な連携をとり、患者が安心して住み慣れた

地域で暮らし続けることができるようカンファレンスを増やした。 

 

（２） 大項目ごとの特記事項 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置 

救急医療については、新型コロナの影響により、救急患者数、

救急車応需率ともに目標値を達成できなかった。救急車応需率

の低下については、新型コロナ患者を早期より受け入れると同

時に、病棟改修工事や看護師の教育等、多くの新型コロナ患者

の入院が可能となるよう体制整備に努めた影響を大きく受けた

結果である。前方連携に関しては、従来実践していたモバイル

ＥＲはコロナ禍での実践は感染リスクが大きいと判断し中止し

た。後方連携に関しては、当初は新型コロナウイルスへの感染

が否定できない患者について転院困難になる等の影響があった

が、年度後半からは感染を判断する迅速検査の導入により、転

院を再開することができた。人材育成に関しては、「屋根瓦式教

育」により、前年度に引き続き人材育成に努めた。 

感染症医療については、岡山市保健所及び岡山県と連絡を緊

密に行いながら院内体制を構築し、新型コロナの県内発生に対

応し、重点医療機関の指定を受けた。また、感染防止について

市民への啓発も行い、第二種感染症指定医療機関としての役割

を果たした。 

災害医療については、市民病院における事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）に基づき、訓練を行った。しかし、新型コロナの影響によ

り、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の継続的な訓練や新規養

成は中止となった。一方で、新型コロナという緊急時に迅速か

つ適切な医療提供のできる拠点機能を確保し、新型コロナの重

点医療機関の指定を受けた。 

高度専門医療については、がん治療では、新型コロナの影響

により、外来紹介や受診機会が減少し、全体の外来、入院数は

やや低下した。そういった中ではあるが、必要な手術療法や化

学療法では、新型コロナの感染予防などを徹底することで、患

者により安全に治療を行うことができた。脳卒中治療では、新

型コロナの流行拡大を契機に、多職種のスタッフが合同で、感

染症患者に対する手術及びＩＶＲのシミュレーションを繰り返

し行い、新型コロナ患者の脳卒中手術に対応可能な院内体制づ

くりに努めた。急性心筋梗塞では、検査・治療を要するケース

について、すべてに遅滞なく対応し、質の高い治療を実施した。

また、糖尿病治療では、３６５日院内の回診を行い、糖尿病患

者のみでなく、新型コロナ患者を含む他科との併診の糖尿病患

者についても、医師同士連携して安全に血糖コントロールを行

った。 

せのお病院については、高度医療機器(ＣＴ・ＭＲＩ)の共同

利用などにより地域医療へ貢献した。また、新型コロナの影響

により、市民病院からの転院は減少したが、近隣急性期病院か

らの転院は増加傾向にあり、急性期病院の後方支援病院として

の役割を果たした。 

安全・安心な医療の提供については、多職種による医療安全

管理室会議を週１回、医療安全管理委員会を月１回定期的に開

催し、問題点を洗い出し協議して、改善策を講じた。 

院内感染対策については、院内感染対策委員会の毎月開催や

院内感染管理システムを利用することで、耐性菌キャリアを含
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むサーベイランスを強化した。新型コロナ感染対策については、

厚生労働省からの通知に迅速に対応しつつ、院内体制を構築し、

新型コロナの県内発生に対応した。また、職員の健康管理や入

院・外来患者の管理を徹底した。依頼のあった確定患者及び疑

似症例の患者を全て受け入れたが、院内感染の発生はなかった。

また、このことは、近隣病院から院内感染対策のモデルとして

評価され、指導も行った。 

総合情報システムについては、令和４年度に予定していたフ

ァイアーウォールルーターの更新を前倒しで行い、急増したＷ

ｅｂ会議、ＴＶ面会などがストレスなく行えるよう通信環境の

改善を行った。 

クリニカルパスについては、医療者用クリニカルパスに加え、

患者用クリニカルパスを作成し配備した。パス使用率は５６％

に上昇した。令和２年度から、入退院管理支援センターが主導

となり、各関係職種（医師、看護師、薬剤師、事務等）の視点か

らクリニカルパスの見直しを実施し、計５件のパス改訂を行っ

た。 

治験・新薬販売後調査・臨床試験については、新型コロナ蔓延

に伴う案件の減少がある中、依頼された案件については十分に

遂行できた。 

インフォームドコンセントについては、前年度に引き続き、

確実な履行に努め、患者との関係づくりに寄与するため、職員

が医療メディエーターの研修を受講した。 

薬剤管理については、薬剤管理指導件数、無菌製剤処理件数

及び外来化学療法件数ともに、目標値を上回った。外来におけ

る、がん化学療法を地域の薬剤師と連携することに対して新設

された連携充実加算についても基準への適合ができるように体

制を整備し実施した。 

患者満足度調査については、特に入院患者においては面会制

限等患者にとって厳しい療養環境であったにも関わらず、徹底

した感染防止対策が評価され、満足度は向上した。 

市民や患者への情報発信については、院外広報誌を年３回発

行したほか、ホームページやフェイスブックで診療・健康・疾

病予防、病院の役割・機能・経営情報等について、定期的に情報

発信した。新型コロナ関連での取材対応で新聞・テレビ・ラジ

オなどへの露出件数が大幅に増加し、市民への啓発に大きく貢

献した。 

地域医療支援病院としては、前年度に引き続き、地域の保健・

医療・福祉に関する情報を把握し、地域医療を支援した。急性

期治療が終了した患者が円滑に在宅復帰できるよう、地域の医

療・福祉関係者と連携して多職種による退院支援を行った。新

型コロナの影響により地域医療機関への訪問や集合形式の研修

が困難な状況の中、広報紙の発刊や情報通信技術（ＩＣＴ）の

活用等により引き続き顔の見える関係づくりを構築した。 

教育及び人材育成については、岡山大学と連携し、学外実習

や卒後臨床研修などを実施した。また、指導医教育にも取り組

み、臨床研修指導医は昨年度から増減はなく５１名であった。

人材開発センターを組織として整備し、階層別にキャリアに応

じたプログラムを計画し、研修を開始した。 

保健医療福祉行政への協力については、地域ケア総合推進セ

ンターとカンファレンスを実施し、新型コロナに関する研修会

を共催で開催することができた。また、次年度に向けて会議の

定例化を計画し、当院患者への院内行事及びセンターが開催す

る地域住民に向けた研修等の事業に相互に協力する方向で検討
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を始めた。 

市民の疾病予防の取組については、新型コロナの影響により

市民公開講座は開催できなかった。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置 

法人経営については、病院の運営に関する懸案事項について

定期的に協議・検討を行い、病院運営方針の決定を行っている

幹部会議・戦略会議の報告書をポータルサイトに毎会議後に掲

載し、職員の病院経営に関する認識や意識の共有を図った。 

外部機能評価の活用については、各部門においてマニュアル

作成が進み、業務の見直しや改善に積極的に取り組むことがで

きた。 

研修制度の充実及び資格取得への支援については、認定看護

師の制度が一部変更となり、修業年限が長くなった中で、クリ

ティカルケア領域で１名が就学することが決まった。 

職場環境の整備については、新型コロナウイルス感染拡大に

伴う診療体制の変更や追加に伴う職員の負担を軽減するため、

看護師を中途採用し、派遣職員を増員した。また、新型コロナ

ウイルスに対応した職員への手当を増額するなど業務負担に対

して適正に対応した。 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

持続可能な経営基盤の確立については、新型コロナの影響に

より、入院・外来ともに患者数が激減した。そのため医業収益

が大幅に減少し、医業収支比率は年度目標を大きく下回った。

しかし、コロナ関連補助金の交付により営業収益は増収となっ

たため、黒字となった。その結果、経常収支比率の年度内目標

を達成し、資金を確保した。 

収入の確保及び費用の節減について、新型コロナの影響によ

る救急患者受入制限の実施や、感染症患者に必要な病床の確保、

また感染患者に対応する看護を増員するための休床等により、

病床稼働率は年度目標に大きく下回り、医業収益も大幅に減収

した。しかし新型コロナ患者（疑い患者を含む）の外来診療や

検査の実施、入院受入れのための各種感染対策に注力し、当院

の使命を果たした。 

当院のスローガンである「断らない救急」については、新型コ

ロナ患者の影響で受入停止措置を行わざるを得ない期間もあり、

前年度比で、救急患者２３．４％減、救急要請応需率６％悪化

となった。 

費用については、新型コロナ対策に必要な備品や医療機器の

購入や改修工事等を行ったことで増加しているが、収支のバラ

ンスを計りながらの投資であり、令和３年度以降の診療体制の

維持強化につなげた。 

ＤＰＣ係数の分析については、施設基準への迅速な対応を行

うなど、引き続き収益増に努めた。 

未収金対策としては、支払いが困難な患者に対して、医療保

険や公費負担等の医療費助成について説明し、各種制度の活用

により患者負担を最小限にすることで、未収金の発生を未然に

防止するとともに、発生した未収金については、定期的な催促

や、場合によっては債権回収を委託している弁護士が対応する

などにより回収を行った。 
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第４ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 

新型コロナの拡大により、大人数での市民健康講座等の開催

は不可能となった。このため、開催方法などについて岡山市と

協議し、Ｗｅｂを活用したリモート開催等を実現するための通

信・放送設備等を整備し、開催を検討した。 

 

（３）今後の展望 

第２期中期目標期間の最終年度となる令和３年度に向けては、

これまで整備、拡充してきた経営基盤や医療機能等を継承しつ

つ、新型コロナがもたらした社会情勢や市民の生活様式の大きな

変化に機動性及び弾力性をもって対応しながら、市民へより良い

医療の提供と、効果的で効率的な病院運営の実現を目指す。 
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３．小項目評価結果 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  
 

１ 市立病院として特に担うべき医療 

（１）市民病院 
 

中期目標 
救急医療など市民に必要とされる医療や、がん、脳卒中、急性心筋梗塞など高度で専門性の高い医療を安定的に提供するとともに、糖尿病関連疾患を

はじめとした予防医療にも力を入れ、他の医療機関等との役割分担や連携を図ることにより、市民の生命と健康を守ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

救急医療など市民に必要とされ

る医療、がん、脳卒中、急性心筋梗

塞といった高度で専門性の高い医

療を安定的に提供するとともに、糖

尿病関連疾患をはじめとした予防

医療にも力を入れ、地域の医療機関

等と役割分担や連携を促進し、市民

の生命と健康を守る。 

 

【目標値】 

項目 

令和 

3年度 
目標 

救急患者数 26,000 人 

救急要請応需率 ※  

（救急車搬送受入率） 
90.0％ 

手術件数 4,500 件 

※救急要請応需率については、他の救急病

院での受入れがその患者にとって最適な

医療の提供となる場合及び現場への過度

な負担となるリスクの回避を考慮して、

第１期中期目標を上回る水準を目標値と

している。 

 

救急医療など市民に必要とされ

る医療、がん、脳卒中、急性心筋梗

塞といった高度で専門性の高い医

療を安定的に提供するとともに、糖

尿病関連疾患をはじめとした予防

医療にも力を入れ、地域の医療機関

等と役割分担や連携を促進し、市民

の生命と健康を守る。 

 

【目標値】 

項目 

令和 

2年度 
目標 

救急患者数 26,000 人 

救急要請応需率  

（救急車搬送受入率） 
90.0％ 

手術件数 4,500 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値：市民病院】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

救急患者数 29,966 人 28,263 人 21,640 人 

救急要請応需

率 （救急車搬

送受入率） 

94.7％ 91.8％ 85.8％ 

手術件数 4,635 件 4,716 件 4,131 件 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 
 

1
7



 

 

 

【関連指標：平成 28年度実績】 

※救急からの入院患者の割合＝救急からの

入院患者数／救急患者数（救急車含む。）

×100 

 

項目 市民病院 

救急車搬送受入件数 4,159 件 

救急からの入院患者の

割合 ※ 
24.1％ 

入
院
患
者
数 

がん 1,453 人 

脳卒中 459 人 

急性心筋梗塞 51 人 

糖尿病 172 人 

 

【関連指標：平成 30年度実績】 

※救急からの入院患者の割合＝救急からの

入院患者数／救急患者数（救急車含む。）

×100 

 

項目 市民病院 

救急車搬送受入件数 4,778 件 

救急からの入院患者の

割合 ※ 
18.9％ 

入
院
患
者
数 

がん 1,608 人 

脳卒中 514 人 

急性心筋梗塞 70 人 

糖尿病 146 人 

 

【関連指標：市民病院】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

救急車搬送受入件数 4,778 件 4,817 件 4,069 件 

救急からの入院患者

の割合 ※ 
18.9％ 20.4％ 26.3％ 

入
院
患
者
数 

がん 1,608 人 1,592 人 1,481 人 

脳卒中 514 人 528 人 507 人 

急性心筋梗塞 70 人 47 人 62 人 

糖尿病 146 人 150 人 103 人 

※救急からの入院患者の割合＝救急からの入院患者数／救急

患者数（救急車含む。）×100 
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中期目標 

ア 市民病院は、２４時間３６５日すべての症状の患者を受け入れる岡山ＥＲの円滑な実施により、市民が安心できる救急医療を提供するとともに、岡

山ＥＲでの救急初期診療後は他の医療機関に引き継ぐコーディネート（転送・転院・紹介）を積極的に行うこと。また、救急医療機関のひとつとして、

地域における救急医療の一翼を担うとともに、各医療機関の役割分担と連携を促進し、地域医療ネットワーク全体で救急医療を支える体制づくりに貢献

すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 市民病院は、岡山ＥＲとし

て２４時間３６５日救急対応

する体制を確立し、軽症の自

力受診（ｗａｌｋ ｉｎ）患

者から重症の救急搬送患者、

さらには他の医療機関で受入

困難とされた患者まで、すべ

ての症状の救急患者の受入れ

を目指す。 

  受け入れた救急患者は救急

初期診療の後、院内の専門治

療部門に引き継ぐとともに、

患者の症状に応じてコーディ

ネート（転送・転院・紹介）

機能を発揮することで、３次

救急医療機関の岡山大学病院

をはじめとする地域の医療機

関との密な連携を促進する。

そのために、救急専門医、ト

リアージナース等救急医療を

担う必要な人材を確保し、さ

らに、岡山大学等との連携の

もとでこれらの人材を育成

し、地域へ輩出する役割を果

たす。 

 

 

ア 救急車で搬送される患者に関しては、可

能な限り応需しており、「一般病床満床」

「集中治療部満床」という理由での不応需

の増加に対してワーキングチームにより、

令和元年度に引き続き解決を図る。ワーキ

ングチームでの検討事項は、救急患者を受

入れた後に、病状に応じて適切な病院へ紹

介するコーディネート機能の充実、集中治

療部の運用見直し、救急病床設置を視野に

入れた病棟運用の見直し、救急看護教育の

充実などとしている。 

また、救急車の不応需以外に、他院から

の紹介患者を受入れることができなかっ

た件数についてもデータ収集を行い、解決

を図る。 

ｗａｌｋ ｉｎ患者に関しては、繁忙期

に待ち時間が長くなることで患者に不利

益が生じないように、適切なトリアージと

事後検証を継続していく。 

地域包括ケアシステムを見据えて、開業

医、他病院との連携強化を図るため、現在

運用しているモバイルＥＲ（他病院へ迎え

に行くシステム）の運用の見直し、当院と

協定を締結している病院間での情報共有

システムの構築、入院早期に他院と連係す

るシステムの発展などに取り組む。 

人材育成に関しては、令和元年度から取

り組んでいる「屋根瓦式教育」が徐々に醸

ア 今年度は新型コロナの蔓延に伴い業務実績が低迷

する結果となった。 

救急患者数、救急車応需率ともに前年度に比べ低

下しており目標値を達成できなかった。救急患者減

少に関しては、新型コロナ患者の増加に伴い病院へ

の受診数が減少し、その結果地域全体で救急患者数

が減少していることにも一因がある。救急車応需率

低下に関しては当院の新型コロナ対策に伴う体制整

備に影響を受けた結果である。当院は第二種感染症

指定医療機関であり、岡山県で発生した新型コロナ

患者を早期より受け入れると同時に、病棟改修工事

を行い多くの新型コロナ患者の入院が可能となる体

制を確保に努めた。同改修工事中の病棟閉鎖、新型

コロナ患者対応看護師確保のための病床制限などに

より稼働病床数が減少し、このことが救急車応需率

の低下をもたらした。 

一方、救急センターにおける新型コロナ対策とし

ては救急車受入れエリアへの陰圧室整備、感染の疑

いがある患者の診察室へモニター等を設置、各診察

室にアクリルカーテン装着するとともに、感染対応

するための医療資機材として陰圧ストレッチャー、

自動胸骨圧迫機器、移動式ヘパフィルター、ポータ

ブルＸＰ装置などを準備し対応した。また、冬季に

は院外平面駐車場にテントを設置しＰＣＲ検査を実

践した。 

前方連携に関しては、従来実践している「モバイ

ルＥＲ」はコロナ禍での実践は危険と判断し中止し

た。モバイルＥＲを使用しない通常の前方連携に関

Ｓ Ｓ 
新型コロナ対応のための病

棟工事等に伴う病床制限によ

り稼働病床数が減少し、救急要

請応需率等が低下しているが、

救急センターの感染対策を徹

底し、患者の安全確保を図った

ほか、空床確保のため連携病院

との協力を進めるなど、コロナ

禍にあっても可能な限り救急

要請に対応できるよう努めて

おり、非常に高く評価できる。 1
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成されてきており、この教育方法を持続し

発展させる。 

また、初期研修医は従来の救急科に加

え、小児科、産婦人科も必須研修項目とな

り、当該科の救急医療も学習する必要があ

るため、シミュレーション教育などの体験

型学習などを利用した教育を実践する。 

「働き方改革」については、救急医療に

関わるスタッフが過重労働とならない仕

組みを検討し、人材確保も引き続き行いな

がら改革を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 ※再掲 

項目 
令和 
2年度 
目標 

救急患者数 26,000 人 

救急要請応需率 

 （救急車搬送受入率） 
90.0％ 

 

【関連指標：平成 30年度実績】※再掲 

項目 市民病院 

救急車搬送受入件数 4,778 件 

救急からの入院患者の割合 ※ 18.9％ 

 ※救急からの入院患者の割合＝救急からの入院

患者数／救急患者数（救急車含む。）×100 

しても新型コロナの影響はあったものの、できる限

り運用を継続した。前方連携で受診した患者は緊急

度や重症度が高く、入院することが多い。救急から

の入院患者の割合が前年度比５．９ポイント上昇し

ているのは前方連携を継続した結果である。 

後方連携に関しても新型コロナの影響により、Ｅ

Ｒから直接転院する際に新型コロナへの感染が否定

できない患者は転院困難であった。年度半ばからは

新型コロナへの感染を判断する迅速検査が導入され

たため、早期に新型コロナへの感染を否定すること

が可能となり、直接転院も再開できた。 

人材育成に関しては、医学生、研修医、救急救命

士、看護師、看護学生を対象に幅広く教育を実践し

た。教育担当者を明確にすること、「屋根瓦式教育」

を実践することは継続できた。一部の教育は新型コ

ロナの影響で期間を短縮することとなったが、概ね

予定通りに実践できた。 

  

【実績値：市民病院】※再掲 

項目 

平成 
30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

救急患者数 29,966 人 28,263 人 21,640 人 

救急要請応需率 

（救急車搬送受

入率） 

94.7％ 91.8％ 85.8％ 

 

【関連指標：市民病院】※再掲 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

救急車搬送受入件数 4,778 件 4,817 件 4,069 件 

救急からの入院患者

の割合 ※ 
18.9％ 20.4％ 26.3％ 

 ※救急からの入院患者の割合＝救急からの入院患者数／救

急患者数（救急車含む。）×100 

2
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中期目標 
イ 第二種感染症指定医療機関として、引き続き現在の役割を果たすこと。また、新型インフルエンザ等の感染症発生時においては、感染症指定医療機

関として先導的かつ中核的な役割を果たすこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 感染症医療について、第二種感染

症指定医療機関として、感染症患者

を常時受け入れられる体制を堅持

し、特に二類感染症、新型インフル

エンザ等の感染症発生時において

は、地域で先導的かつ中核的な役割

を担う。 

イ 感染症医療については、県南東部

医療圏の第二種感染症指定医療機関

として、感染症患者を常時受入れら

れる体制を維持・強化する。 

二類感染症、ＣＯＶＩＤ－１９を

含むコロナウイルス感染症や新型

インフルエンザ等の感染症発生時

には、岡山県、岡山市との連携の下

で、備前保健所、岡山市保健所と協

力体制を図り、地域で先導的かつ中

核的な役割を担う。このために、平

時より保健所などの行政と協力し、

必要な会議には積極的に参加し、体

制の維持や訓練等を通じて機能強

化を図る。 

 

イ 令和２年２月１日に政令で二類感染症に指定され

た新型コロナについては、岡山市保健所及び岡山県

との連絡を緊密に行い、厚生労働省からの通知に迅

速に対応して院内体制を構築し、県内発生に対応し

た。また、マスコミ対応を徹底し、市民への啓発を

行い、疑似症例の患者の受入れを行った。 

新型コロナの重点医療機関の指定を受け、受入れ

のための設備工事、検査機器の整備、体制の構築等

行い、行政の要請に対応した。県下最大数の陽性患

者を受け入れ、海外への渡航目的での迅速検査にも

対応した。 

 

Ｓ Ｓ 
第二種感染症指定医療機関

として、また岡山県の新型コロ

ナ重点医療機関として、新型コ

ロナ患者受入体制を整備し中

心的な役割を果たしたことは

非常に高く評価できる。 
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中期目標 
ウ 地域災害拠点病院として、災害その他緊急時に迅速かつ適切な医療提供のできる拠点機能を確保するとともに、大規模災害に備え、傷病者の受入れ

や災害派遣などの医療救護が実施できる体制を構築すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ウ 災害医療について、災害医療研修、

災害医療救護訓練を積極的に実施す

る。また、地域災害拠点病院として

災害発生時に迅速な派遣・受入対応

ができる体制を整備するとともに、

災害発生時の適切な医療活動に備え

た医薬品、水、食料などの備蓄や諸

設備の維持管理を行う。 

  これまで同様に他の自治体等にお

いて大規模災害が発生した場合は関

係機関や被災した医療機関等との連

携を図るなど的確に医療救護活動の

支援に努める。また、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班の

体制も維持する。 

 

ウ 災害発生時には迅速に派遣、受入

対応ができるように院内の事業継続

計画（ＢＣＰ）等の体制を更に整備

し、実施する。 

また、災害医療研修、災害医療救

護訓練などを積極的に実施する。 

さらに、災害発生時の医療活動に

備えた医薬品、水、食料などの備蓄

や諸設備の維持管理も行うととも

に、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

や医療救護班の体制も整備する。 

令和２年度には、岡山県が災害発

生時の対応能力の強化のため開催

する岡山県災害拠点病院医療救護

要員研修会を当院で開催する。 

ウ 市民病院における事業継続計画（ＢＣＰ）に基づ

き、訓練を行った。また、災害発生時の医療活動に

備えた医薬品、水、食料等の備蓄などの維持管理を

行った。 

しかし、新型コロナの拡大により、職員のスキル

アップを図るための多数傷病者への医療対応標準化

トレーニングコース（ＭＣＬＳ）などの災害医療研

修、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）隊員の継続的

な訓練、新規ＤＭＡＴ隊員の養成は中止となった。

また、岡山県が開催する岡山県災害拠点病院医療救

護要員研修会も当院で開催する予定であったが中止

となった。 

一方、新型コロナという緊急時に迅速かつ適切な

医療提供のできる拠点機能を確保し、新型コロナの

重点医療機関の指定を受けた。 

 

 

Ｂ Ｂ 
BCP 訓練、備蓄などは順調に

実施できている。研修が中止と

なったのは主催者（MCLS は

JADM、DMAT 訓練は国）都合であ

りやむを得ない。 
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中期目標 
エ 小児・周産期に係る地域の医療提供の状況を踏まえ、地域医療機関との連携及び役割分担を行うことにより、安心して子どもを産み育てられる小児・

周産期医療を提供すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

エ 小児医療においては、一般の小児

医療を担う役割を果たすため、周産

期医療においては、周産期医療を取

り巻く状況や医療提供の変化を踏ま

え、自治体病院の産婦人科としての

役割を果たすため、小児・周産期医

療に必要な医療従事者を確保、維持

する。 

  また、小児医療について、小児の

重症疾患やハイリスク出産等は高

度・専門医療機関に搬送するなど地

域医療機関と連携し、安心して子ど

もを産み育てられる医療を提供す

る。周産期医療については、助産師

外来や産後ケアの充実を図り、分娩

時以外の妊婦（母体）の健康管理を

担うとともに、マタニティセンター

により妊娠から出産までの一連の対

応についてトータルコーディネート

していく。 

エ 小児医療については、安心して子

どもを産み育てられる医療を提供す

るため、一般及び小児専門診療を維

持しつつ、更に周辺医療機関との連

携を深め、地域医療に貢献する。 

また、ＥＲと協働して小児救急に

も貢献する。重症疾患等は、高度専

門医療機関に搬送するなど、地域医

療機関との連携を進めていく。 

周産期医療については、自治体病

院としての役割を更に果たすため、

産婦人科で対応できる合併症妊婦

の対象を拡大すべく、他科との協同

診療を図るとともに、自科において

は更なる専門知識の習得に励む。 

重症合併症妊婦においては、高度

専門医療機関に搬送する。 

また、マタニティセンターにより

妊娠から出産・育児までの一連の対

応について、精神的・経済的な事柄

も含めてトータルコーディネート

していく。 

小児科、産婦人科においては、職

務に必要な情報収集、資格取得のた

め、幅広い研修会・学会等への参加

及び発表機会を持つとともに、研修

会を開催し、更なるスキルアップを

図り、モチベーションを維持、高揚

させる。 

 

エ 小児医療については、小児科常勤医師３名（アレ

ルギー専門医２名（指導医１名）、小児リウマチ専門

医１名、血液専門医１名）の体制を維持した。 

専門診療では、コロナ禍のなか、主としてアレル

ギー外来で延べ１，２００人超、食物負荷検査も約

１５０例を維持しながら周辺医療機関との連携をさ

らに進めた。 

前年度に引き続き小児科医師がＥＲ副センター長

を兼任し、スタッフ育成に注力した。 

病的新生児、重症疾患等は岡山医療センター及び

岡山赤十字病院等に搬送し適切に対応した。 

また、学校関係者向けの講演等を行い、地域への

情報提供にも取り組んだ。 

産科医師を増員し、分娩時も複数医師が立ち会え

る機会が増えたため、より安全に出産ができた。小

児科医師の増員は無かったため、小児科医師の分娩

立ち会いは新生児異常が予想される時に限り実施し

た。 

ハイリスク妊婦の対応については高度医療機関と

の連携を強化し、母体搬送や急性期後の逆紹介等も

スムーズに行なった。 

医師による妊婦健診後に助産師が行う妊婦指導は

全妊婦が対象で、医療面・経済面・生活面等あらゆ

る方面の問題点を抽出して対応をし、より安全安心

な出産・育児に大きく貢献した。 

また、患者の正常分娩後の肉体疲労や育児不安等

を解消する目的で産後ケア入院を開始し、患者の産

後の不安を解消することができた。 

新型コロナの影響で全国的に分娩数は減少傾向に

有り、当院も１０２件と前年度の１１９件と比較し

Ｂ Ｂ 
診療・分娩・産後ケア等につい

ては計画どおり取り組んでい

る。また、コロナ禍にあっても

研究会やウェブ会議を活用し

スキルアップを図っているこ

とも評価できる。 

2
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て１７件の減少となった。 

医師のスキルアップのため、小児科医師３名全員

が学会又は研究会へ参加し自己研鑽を行った。また、

産婦人科医については学会・研究会等への出席・発

表の機会が新型コロナの影響により減ったものの、

Ｗｅｂ会議等を利用することで必要な情報収集や資

格取得への影響を抑えることができた。 
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中期目標 オ 市民のためのセーフティネット機能を果たすため、必要な診療基盤を備え、地域医療の中で十分な対応が難しい医療を提供すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

オ 市民のためのセーフティネット機

能を果たすため、患者が抱えるさま

ざまな状況に配慮した診療体制をよ

り一層充実させる。 

  また、これまで以上に結核、感染

症、確実に対応する救急等市民に必

要とされる医療及び市内の医療提供

体制の中で十分な対応が難しい医療

の提供に努める。 

 

 

オ 市民のためのセーフティネット機

能を果たすため、患者が抱えるさま

ざまな状況に配慮した診療体制を一

層充実させ、市民に必要とされる医

療、とりわけ市内の医療提供体制の

中で十分な対応が難しい医療の提供

に継続して努める。 

また、法令の改正や地域医療体制

の変化にも柔軟に対応していく。 

オ セーフティネット機能を果たすため、社会的困窮

者の受入れについて、常時対応できるよう医療ソー

シャルワーカーを配置した。 

それ以外のセーフティネット機能としては、救急

や感染症について常時対応できるよう救急医や医師

の確保を行った。 

救急医療については、「断らない救急」の実践のた

め、救急疾患の短期入院、ＥＲから直接他院へ転院

する仕組みなどを実践した。なお、新型コロナ対応

のための病棟閉鎖に伴う病床満床や複数の救急患者

対応などにより、救急の応需の制限が生じる場合が

あった。 

感染症については、新型コロナの影響により、診

療規模の縮小や救急受入制限を余儀なくされたが、

重症病床の整備、陰圧病床の拡充等ハード面での感

染対策の強化やスタッフの研修を行うなどの対策を

講じた。 

Ａ Ａ 
従来どおり医療ソーシャル

ワーカーを配置し相談体制を

整えているほか、新型コロナ疑

いなどで他院を受診できなか

った患者についても可能な限

り対応できるよう、臨時の発熱

外来開設や検査機器の導入な

ど受入体制強化に取り組んで

おり高く評価できる。 
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中期目標 
カ がん診療連携推進病院として、引き続き質の高いがん診療機能を提供するとともに、市民の健康を守る上で重要な脳卒中、急性心筋梗塞等の治療に

取り組み、高度で専門性の高い医療及び糖尿病疾患等の予防医療についても安定的に提供すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

カ 高度専門医療 

〔がん〕 

  がん診療連携推進病院として、科

学的な知見に基づき、手術、化学療

法及び放射線治療法を効果的に組み

合わせた集学的医療を提供し、地域

のがん診療の連携協力体制の強化に

努める。また、がん診療の質的向上

に努めるとともに、地域の医療機関

と連携、役割分担のもと、がん患者

の生活に根差した情報提供等を行

う。加えて、がん治療サポートセン

ターとＰＦＭセンターとの連携によ

るがん患者に対する入院から退院ま

での相談支援も充実させていき、治

療後の在宅復帰後については、がん

リハビリテーションにより支援して

いく。 

  さらに、市が実施するがん対策等

に関する施策に協力し、がん予防に

寄与する。 

〔脳卒中〕 

  脳卒中に対しては、脳神経外科、

神経内科、リハビリテーション科を

中心として多職種が協働する脳疾患

センターとして対応し、それぞれの

専門性をいかした高度な医療を提供

する。岡山ＥＲと連携してより多く

の重症患者を積極的に受け入れ、早

期の急性期リハビリテーションを実

カ 高度専門医療 

〔がん〕 

令和元年度の取組によりがん患

者の入院数は増加してきており、令

和２年度も引き続きがん診療連携

推進病院として、診断から緩和ケア

まで包括的ながん診療を行う。手術

療法、化学療法を中心とした集学的

治療を提供し、更に高度専門的な治

療が必要な患者に対しては、地域の

高度専門医療機関と連携して診療

を行う。特に歯科との連携を強化

し、がん緩和ケアなどの充実を図

る。 

また、がん治療サポートセンター

と入退院管理支援センターとの連

携、がんリハビリテーションによる

退院後の支援も充実させていく。 

さらに、市民に対しても公開講座

などにより、がんに対する啓発を図

る。 

〔脳卒中〕 

手術室、ＥＲ、ＩＶＲセンター、

ＩＣＵ・ＨＣＵを活用して、高度な

専門的医療を提供する。 

また、脳卒中患者を積極的に受け

入れ、より多くの手術及び血管内治

療を行い、早期の急性期リハビリテ

ーションを実施する。 

当院は令和元年度に、一般社団法

カ 高度専門医療 

〔がん〕 

今年度は新型コロナの流行により人間ドックの受

入制限もあり、がん患者の外来紹介や受診機会が減

少し、全体の外来、入院数はやや減少した。その中

で必要な手術療法や化学療法では新型コロナの感染

予防などを徹底し、患者により安全に治療を行う事

ができた。緩和ケアについても感染予防策を取りつ

つ、患者に寄り添う形の治療を行う事が前年度同様

にできた。また、２月には新型コロナの影響でＷｅ

ｂ形式による歯科連携の勉強会を主催し、多くの歯

科医の先生が参加された。 

がん治療サポートセンターにおいては、５大がん

の生存率等を算出し、がん治療を行う医師などをサ

ポートした。また、新型コロナの影響により市民公

開講座は開催できなかったが、生存率等の算出結果

をホームページにも載せ、市民にも実績がわかるよ

うにした。 

〔脳卒中〕 

新型コロナの流行拡大を契機に、多職種のスタッ

フが合同で、感染症患者に対する手術及びＩＶＲの

シミュレーションを繰り返し行い、新型コロナ患者

の脳卒中手術に対応可能な院内体制づくりに努め

た。 

感染拡大を受けて当院は病床数の減少による、救

急受入れの制限や、外来への紹介患者数の減少によ

り、当院の脳神経外科、神経内科への入院患者数は

前年度に比べ１２％減少したが、脳卒中の入院患者

数は前年度の５２８人から今年度５０７人とわずか

な減少に止まった。特に急性期脳梗塞に対するｔ－

Ａ Ａ 
がん、脳卒中、急性心筋梗塞

及び糖尿病の各分野において

新型コロナの感染対策をとり

つつ、質の高い医療の提供を継

続している。脳卒中分野で新た

に PSC コア施設としての活動

を委嘱されたほか、糖尿病分野

では新型コロナにより外出が

難しくなった患者にも電話再

診で柔軟に対応していること

なども高く評価できる。 
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施し、治療後は地域の医療機関と連

携して、患者が早期に自立できるよ

う支援する。 

〔急性心筋梗塞〕 

  常時、救急患者の一次診療を確実

に実施できる体制強化を図る。外科

的治療や高度専門医療が必要な患者

に対しては、地域の高度医療機関と

連携した診療を、それ以外の患者に

は医師、看護師及びコメディカル等

で組んだチームによる早期の急性期

リハビリテーションを、治療後は地

域の回復期リハビリ施設と連携した

患者の早期自立支援を、これまで以

上に円滑に実施していくように努め

る。 

〔糖尿病〕 

診断等の初期診療から合併症を伴

う急性増悪時における治療まで対応

できる専門診療体制をより一層充実

させる。安定治療期間においては、

地域の医療機関とこれまで以上に緊

密に連携して、患者の健康を管理す

る。 

 

 

人日本脳卒中学会により一次脳卒

中センターに認定されているが、今

後はこれらの施設の中から、更に上

位の血栓回収脳卒中センター、包括

的脳卒中センターの認定が進む方

向であり、それらの認定条件がクリ

アできるレベルの診療を目指す。 

〔急性心筋梗塞〕 

重症患者を積極的に受け入れ、治

療までの時間を最大限短縮するシ

ステムを維持する。 

また、治療後は多職種チームによ

り早期の急性期リハビリテーショ

ンを実施し、患者が早期に自立でき

る支援体制も維持する。 

〔糖尿病〕 

初期、悪化時の病型診断と糖尿病

治療（食事療法、運動療法、薬物療

法）の開始、変更、合併症の精査と

治療、心理的支援及び眼底出血・高

血糖昏睡・低血糖昏睡・感染症、腎

症、神経障害合併など、急性増悪時

における治療を専門診療体制によ

り実施する。 

地域の医療機関とは、緊密な連携

による安定治療期間の患者の健康

管理や、症例検討の実施等により、

連携を更に充実させる。 

ＰＡ静注療法は４０件（前年度から＋６件）、脳血栓

回収療法は５９件（前年度から－２件）と、前年度

の実績をほぼ保った。 

脳神経外科の総手術件数は２８１例と前年度より

減少した。特に待期的な手術は減少したが、急性期

疾患には従前通りに対応し、特に高難度手術である

脳動脈瘤開頭クリッピングは１９例（前年度－４

件）、脳動脈瘤コイル塞栓術は２７例（前年度－７件）

と小幅な減少に止めた。 

リハビリテーションについては、脳血管リハの診

療報酬は前年度に比べ５．６％の減少となったが、

土曜日のリハやＩＣＵにおける早期リハは従前通り

続けた。さらに今年度は感染症対応のセラピストチ

ームを結成し新型コロナ患者の早期リハビリを行っ

た。 

当院は、令和元年９月に一般社団法人日本脳卒中

学会の一次脳卒中センター（ＰＳＣ）に認定されて

おり、さらに令和２年１０月には、血栓回収療法を

施行できない施設から同療法を必要とする患者を常

時受け入れる、岡山県南東部医療圏で唯一のＰＳＣ

コア施設としての活動を委嘱された。当院の血栓回

収療法の施行数や脳血管内治療専門医数などを元に

決定されたものであり、岡山県南東部の脳卒中診療

における当院の社会的責務は益々高まった。 

〔急性心筋梗塞〕 

緊急カテーテル検査・治療については、すべてに

遅滞なく対応し、質の高い治療を実施した。循環器

学会が定めたガイドラインに沿い、ほぼ来院から９

０分以内に緊急冠動脈形成術の治療ができた。 

外科的治療（冠動脈バイパス手術等）が必要な患

者については、地域の心臓血管外科病院と迅速に連

携し、転送して治療を行った。 

急性期治療が終了した患者については、合併症の

予防と早期退院を進めるため、多職種による包括的
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心臓リハビリテーションを実施した。 

〔糖尿病〕 

糖尿病専門医３人体制で夜間・休日の当番を決め、

３６５日院内の回診を行った。この回診により糖尿

病内科の患者のみでなく、新型コロナ患者を含む他

科との併診の糖尿病患者についても、医師同士連携

して安全に血糖コントロールを行った。 

栄養指導、透析予防指導等や心理相談により、専

門性の高いチーム医療の提供及び患者教育を継続し

て行った。高度で専門的なチーム医療を強化するた

め、糖尿病入院、透析予防指導及び糖尿病心理カン

ファレンスを多職種で継続して実施した。 

更に、今年度は新型コロナへの恐怖心のため来院

できない患者が多く発生し、自宅から全く外出でき

ない患者も発生した。このため、令和２年４月は約

１０％の外来通院中の糖尿病患者に対し、来院の代

替手段として電話再診を行った。５月は、電話再診

が約５％、６月以降は約２％で電話再診を継続した。 

糖尿病の治療継続を促進するために、来院しなか

った患者には、病院から連絡して予約の取り直しや

他院への紹介等を行った。患者に安心して受診して

もらうために、フェイスシールド・マスク・手洗い・

清拭等の感染対策を徹底し、病院の感染対策への取

組を説明した。特に不安の強い患者には、臨床心理

士による心理相談を実施した。 

診療所訪問はできなかったが、これまでに培った

地域の病院・診療所との信頼関係を維持し、紹介状

と電話連絡を用いて連携してチーム医療を行った。 
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【関連指標：市民病院】※再掲 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

入
院
患
者
数 

がん 1,608 人 1,592 人 1,481 人 

脳卒中 514 人 528 人 507 人 

急性心筋梗塞 70 人 47 人 62 人 

糖尿病 146 人 150 人 103 人 

 

 

【糖尿病の外来患者数】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

外来

患者

数 

延患者数 34,565 人 36,485 人 28,861 人 

実患者数 4,258 人 4,304 人 3,829 人 

※糖尿病で外来受診した患者数でなく、外来受診した患者数

のうち、糖尿病の病名が登録してあった患者数。 

 

 

 

【インスリンポンプ（ＣＳＩＩ）とパーソナル持続血

糖測定器付きインスリンポンプ（ＳＡＰ）使用者数】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

ＣＳＩＩ 6人 6人 6人 

ＳＡＰ 6人 8人 7人 
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（２）せのお病院 
 

中期目標 
市民病院をはじめとした高度専門医療を担っている病院や周辺地域の保健医療福祉関係機関と密接に連携することにより、周辺地域の中心的な役割を

担う病院として医療サービスを提供するとともに、地域包括ケアの充実に貢献すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

市民病院をはじめとした高度専

門医療を担っている病院や周辺地

域の保健医療福祉関係機関と連携

し、地域住民の生命と健康を守るた

めに地域全体で円滑に対応できる

医療環境の充実に貢献する。 

市民病院をはじめとする急性期

病院等から、急性期経過後も入院医

療を要する患者の受入や、急性期入

院医療までは必要としないが、在宅

や介護施設等において症状の増悪

した患者の受入を行う。そして、地

域包括ケア病床稼働の充実、退院支

援の充実を行う。 

また、災害時には地域住民を守る

ため、適切な対応を行う病院として

の体制づくりをする。 

 

 

 

 

－ － 
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中期目標 ア 周辺地域の中心的な役割を担う病院として地域住民に必要とされる医療を提供する役割を果たすこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 地域住民が、住み慣れた地域で安

心して暮らせる医療環境を確保する

ために、地域の医療機関と連携しな

がら、適切な医療を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
3年度 
目標 

紹介率  ※1 40.0％ 

逆紹介率 ※2 57.0％ 

病棟カンファレンス 380 回 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

※紹介率については、市民病院からの紹介

患者の増加を見込んだ目標値としてい

る。（同一法人内の紹介患者は対象に含ま

れない。） 

ア 高度医療機器(ＣＴ・ＭＲＩ)や入

院施設を共同利用することで近隣の

開業医との連携を深め、地域のバッ

クアップ病院としての役割を果たし

ていく。 

また、急性期病院との連携も深

め、急性期治療を終えた地域住民の

受入も積極的に行っていく。 

患者が、安心して住み慣れた地域

で継続的に暮らせるよう、病棟カン

ファレンスやリハビリカンファレ

ンスを計画的に行い、医療・介護・

福祉のコーディネートを行う。 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

紹介率  ※1 40.0％ 

逆紹介率 ※2 57.0％ 

病棟カンファレンス 380 回 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

 

ア 高度医療機器の共同利用については、コロナ禍で

近隣開業医からの患者紹介が減少傾向ではあった

が、令和２年７月に行ったＭＲＩの更新後は、順調

に利用件数が増えた。 

紹介率、逆紹介率ともに年々上昇しており、年度

計画の目標値を上回った。病棟カンファレンスでは、

患者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けること

ができように医療・介護・福祉の調整を行った。今

年度からは、もれなくすべての患者に調整が行える

ように、退院困難と判断した患者以外でもカンファ

レンスを行い、退院支援の経過をチェックすること

に取り組んだ結果、開催回数が増加した。 

 

 

 

 

【実績値：せのお病院】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

紹介率  ※1 49.6％ 55.7％ 78.9％ 

逆紹介率 ※2 60.7％ 58.8％ 95.8％ 

病棟カンファレンス 717 回 744 回 1,088 回 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者数）×100 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 
紹介率等の指標の実績値は

すべて前年度以上であり目標

値を上回っている。退院前カン

ファレンスについても対象を

拡大して実施しており高く評

価できる。 
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【病床稼働率：せのお病院】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

病床稼

働率 

 ※1 

一般病床 

※2 
35.0％ － － 

地域包括

ケア病床  
83.0％ 88.5％ 86.6％ 

※1 病床稼働率＝（在院患者延べ数＋退院患者数）×100／

（届出病床数×日数） 

在院患者延べ数とは、24時現在に入院中の患者の延べ数 

※2 せのお病院の一般病床は、平成３０年５月から全て地域

包括ケア病床に転換している。 
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中期目標 
イ 高度専門医療を担っている病院の後方支援病院としての役割を担うこと。特に市民病院とは市立総合医療センターとして一体的な医療サービスの提

供に努めること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 市立総合医療センターとして市民

病院と一体となった医療サービスの

提供を図るとともに、地域の高度医

療機関で一次治療を受けた患者を受

け入れる後方支援の役割を果たす。 

イ 後方支援病院として、市民病院を

はじめとした地域の高度専門医療

機関から円滑に患者の受入ができ

るように、人員体制とベッドコント

ロールの充実を図る。 

また、市民病院と共に市立総合医

療センターとして、一体的な医療サ

ービスの提供に努める。 

 

イ コロナ禍において急性期病院の入院患者が減少す

る中、市民病院以外の近隣急性期病院からの転院は、

同等もしくは増加傾向にあり、急性期病院の後方支

援の役割を担った。 

新型コロナ蔓延の影響により、市民病院からの転

院は減少したが、新型コロナに罹患した後の患者受

入れができる体制を整えることで、市民病院のバッ

クアップとして両病院が一体として医療サービスの

提供を行うように努めた。 

ベッドコントロールを行う専門の担当者を配置

し、急性期病院と迅速で詳細な情報のやり取りを行

い、円滑に患者の受入れを行った。 

 

 

【急性期病院からの紹介患者受入状況】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

岡山市民病院 253 件 219 件 205 件 

岡山労災病院 5件 11 件 10 件 

岡山赤十字病院 29 件 26 件 37 件 

倉敷中央病院 6件 4件 9件 

その他 15 件 13 件 14 件 

計 308 件 273 件 275 件 

 
 
 
 

Ｂ Ｂ 
新型コロナ回復患者の受入

体制を整備するなど、後方支援

病院として必要な対応がとれ

ており、受入件数も維持できて

いることから、計画どおり実施

できているものと評価する。 
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【地域包括ケア病床の延入院患者数】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

地域包括ケア病

床の延入院患者
数 

17,982 人 19,426 人 19,000 人 

※地域包括ケア病床の沿革（せのお病院全 60床） 

 ・平成 27年 12月～：24床（一般病床 36床） 

 ・平成 29年 7月～：40床（一般病床 20床） 

 ・平成 30年 4月～：52床（一般病床 8床） 

 ・平成 30年 5月～：60床（一般病床 0床） 
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中期目標 ウ 救急告示病院として周辺地域の医療機関と協力して初期救急医療を提供する役割を果たすこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ウ 周辺地域の救急医療機関と協力し

ながら、救急告示病院として初期救

急医療を提供する役割を果たす。 

ウ 周辺地域の医療機関と協力し、救

急告示病院として市民病院と役割分

担をしながら、初期救急医療を提供

する。 

 

 

ウ 休日夜間の救急対応で不足する看護体制をオンコ

ールで呼び出す拘束勤務を整備し、救急医療への対

応を行った。また、コロナ禍における近隣開業医か

らの受入要請に対し、迅速に検査ができる体制を整

備して対応した。 

せのお病院で対応が困難な救急患者については、

受入可能な救急病院を紹介し、特に市民病院へは患

者の状態をホットラインで連絡し、スムーズな患者

受入れができるように取り組んだ。 

 

Ｂ Ｂ 
対応困難な救急患者につい

ては、市民病院等との連携によ

るなど計画どおり初期救急医

療提供の体制が確保できてい

る。 
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中期目標 エ 周辺地域の保健医療福祉関係機関と連携し、地域包括ケアの充実に貢献すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

エ 医療・介護連携による地域貢献と

して、西ふれあいセンターが運営す

る訪問介護事業の夜間業務につい

て、せのお病院が場所を提供する。

また、地域の医療機関や地域包括支

援センター等と連携して、地域に戻

る患者や通院患者に加え、在宅での

支援が想定される患者等の把握や、

関係機関等との療養及び介護を意識

した情報共有に努める。 

  地域包括ケア病床については、入

院前から在宅移行を想定した多職種

との患者情報の共有及び連携に努め

るなど、周辺地域の保健医療福祉関

係機関との連携により地域包括ケア

に貢献していく。 

 

【目標値】 

項目 
令和 
3年度 
目標 

地域医療機関等の参加

する講演会開催数 
4回 

 

 

エ 地域包括ケアの充実に貢献するた

め、公民館での市民公開講座や西ふ

れあいセンターでの健康相談等を継

続し、地域住民の健康教育を行う。 

また、医療・介護・福祉の連携を

深めるために、地域の医療者や在宅

支援者が交流できるコミュニティ

ー会議を定期開催し、地域密着型の

施設となるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

地域医療機関等の参加

する講演会開催数 
4回 

 

エ 健康相談は地域住民と密に触れ合う機会が多いた

め、年度を通して中止としたが、市民公開講座につ

いては、７月から感染対策を行ったうえで開催した。 

地域医療機関等の参加する講演会は、コロナ禍に

おいて、密になる集会が開催できなくなり、上半期

は順延とすることが多かった。そのため、オンライ

ンでの開催を検討し、実施できる段階まで準備した

が、相手方の事情により、結果的に１回も開催する

ことができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

地域医療機関等の参

加する講演会開催数 
4回 4回 0回 

  

Ｂ Ｃ 
コロナ禍にあっても公開講

座を開催した一方、地域医療機

関の参加する講演会は1度も開

けていない。ウェブ開催の準備

は整えたとのことだが、対象と

なる事業所等の参加を促す開

催方法の検討をしていただき

たい。 
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中期目標 オ 大規模災害に備え、傷病者の受入れや医療救護ができる体制を構築すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

オ 大規模災害に備え、医薬品、食料

等を備蓄する。災害発生時には、地

域の医療機関と連携し、地域の拠点

病院としての医療救護活動を行う。

また、災害時の医療救護活動のため

の研修も行う。 

 

 

オ 大規模災害に備え、医薬品、医療

材料、食料の備蓄を行う。 

また、災害発生時には地域の拠点

病院となり、速やかに傷病者の受

入、医療救護活動、一時避難場所の

提供等が適切に行えるように、災害

訓練を行う。 

 

オ 備蓄に関しては、医薬品、医療材料、食料に加え、

感染予防用品の充実も行った。 

令和２年８月には感染防止対策を行ったうえで、

大規模災害を想定した事業継続計画（ＢＣＰ）訓練

を行った。 

 

Ｂ Ｂ 
従来実施できていなかった

災害訓練を実施しており、概ね

計画を順調に遂行できたと評

価できる。 
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２ 医療の質の向上 

（１）安全・安心な医療の提供 
 

中期目標 
ア 市民に信頼される安全・安心な医療を提供するため、医療安全に係る情報の収集及び分析を行うとともに、全職員の医療安全に対する知識向上に努

め、医療事故の予防及び再発防止対策に取り組むなど、積極的かつ組織的に医療安全対策を徹底すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 医療安全に関する会議及び委員会

を定期的に開催し、インシデント及

びアクシデントに関する情報の収集

及び分析を速やかに行う。その結果

を反映させた上で、医療事故の予防

及び再発の防止に取り組むことによ

り、患者が安心して医療を受けるこ

とのできる環境を整備するととも

に、全職員の医療安全に関わる知識

の向上に努める。また、研修などを

通じて情報共有することにより、医

療事故の予防及び再発防止に病院全

体で取り組む。 

重大な医療事故が発生した場合に

は、院内医療事故対策委員会を速や

かに開催し、徹底して事故発生の原

因分析を行い、再発防止に向けた組

織的な対応を図る。 

 

 

ア インシデント・アクシデントレポ

ートで提出された改善策を基に、ＰＤ

ＣＡサイクルを回すことに重点を置

いた活動を検討する。 

また、改善策の実施と、実施後の評価、

評価に基づく再改良やマニュアル化

を行う。 

医療安全研修については、令和元年

度に受審した公益財団法人日本医療

機能評価機構による病院機能評価に

おいて、１回の研修ごとに参加率を１

００％にするよう指摘があったため、

実施回数を年２回とし、e-ラーニング

や伝達講習の仕組みを整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 今年度のインシデント・アクシデント報告件数は

２，２２８件であり、日本医療安全調査機構が提言

する一般的な指標（１ヶ月あたり病床数の２分の

１：今年度は新型コロナの影響により、８月より病

床の縮小（３５０床）を行っており、２,２００件／

年）に対する達成率は、１０１．３％であった。 

内容別では、薬剤（２６.８％）ドレーン・チュー

ブに関わるもの（２８.７％）、療養上の世話（転倒

転落等）（２３．９％）が上位３位で前年度までとほ

ぼ同様だった。職種別では、医師からの報告は同機

構の指標で全体の８％が目標とされているが、医師、

研修医合わせて３．１％と前年度をやや上回ったも

のの達成しなかった。引き続き、医師からの報告を

促すことが課題である。他の職種では、看護師から

の報告が８７％、コメディカル８％であった。 

インシデント・アクシデント報告数が前年度より

減少しているのは新型コロナの影響で稼働病床が減

ったことが原因と考えている。 

週 1 回の医療安全管理室会議において、その週に

提出されたインシデント・アクシデントレポートの

内容について多職種（医師、看護師、放射線技師、

臨床検査技師、臨床工学士等）で吟味し、必要な改

善策を検討し、院内メールでリアルタイムに発信を

行った。 

医師からの報告については医療安全管理室が積極

的に情報収集を行い、他の職種から寄せられた情報

をふまえて、直接各担当医に報告書への入力を依頼

した。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 
医療安全研修はeラーニング

により計画どおり実施できて

いる。またインシデント・アク

シデントの報告及び報告内容

の分析も実施できており評価

できる。引き続き、医師からの

報告について改善の検討を進

めていただきたい。 
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【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

医療安全研修 2回 

 

 

 

医療安全研修についてはコロナ禍であり、集合研

修は困難であったため、今年度はｅラーニングを活

用し研修を行った。 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

医療安全研修 20 回 18 回 3 回 

※令和２年度は eラーニングによる 

【インシデント・アクシデント報告・分析件数】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

インシデント報告・ 

分析件数 
2,357 件 2,517 件 2,228 件 

アクシデント報告・ 

分析件数 
37 件 38 件 33 件 

※インシデント報告・分析件数はアクシデント報告・分析件

数を含む。 

【会議の開催数】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

医療安全管理委員会 12 回 12 回 12 回 

医療安全推進会議 ※ 12 回 － － 

医療安全推進員ワー

キング 
11 回 11 回 12 回 

薬剤検討ワーキング 8 回 3 回 0 回 

医療安全管理室会議 47 回 46 回 50 回 

 ※院内全体の会議等の見直しにより、令和元年度から廃止。 
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中期目標 イ 院内感染防止に対する教育、訓練及び啓発を徹底するとともに、問題点を把握し、改善策を講ずる等の院内感染防止対策を確実に実施すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 院内感染対策委員会を定期的に開

催し問題点や課題を検討、解決し、

全職員の院内感染に関わる知識の向

上に努め、研修への積極的な参加を

促す。また、院内感染防止マニュア

ルの適宜見直しを行い、院内感染の

発生防止に取り組む。 

イ 院内感染の発生防止や蔓延阻止を

実現するため、院内感染対策委員会

を定期的に開催する。 

また、全職員の院内感染に関わる

知識や技術の向上を図るため、職員

向け研修会を積極的に開催すると

ともに、院内感染対策に関するマニ

ュアル類を必要に応じて定期的に

見直すことで、新たな事象に対応す

る。 

さらに、感染制御チーム（ＩＣＴ）

による院内ラウンドを週に１回行

い、院内感染防止対策に努める。 

令和元年度に導入した入院患者

の感染情報をリアルタイムに把握

するシステム（院内感染管理システ

ム）を活用し、より精度の高い管理

を行う。 

人的な支援としては、新たに感染

症を専門とする医師を採用し、機能

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 院内感染対策委員会の毎月開催や院内感染管理シ

ステムを利用し、耐性菌キャリアを含むサーベイラ

ンスの強化を継続して行った。抗菌薬適正使用支援

チーム（ＡＳＴ）の活動により、抗菌薬使用状況を

確認し、感染症の院内動向を把握し耐性菌の発生を

最低限に抑制した。また、継続して他施設と相互に

訪問評価を実施した。院内感染に関する職員の知識

の向上を図るため、研修会を実施した。 

  感染症に罹患した職員の出勤停止期間・自宅療養

期間の管理を継続して行った。 

インフェクションコントロールチーム（ＩＣＴ）

による院内ラウンドを週に１回継続して行い、血液

培養陽性者に対する支援は３６５日体制で行った。

多剤耐性菌であるＭＲＳＡ(メチシリン耐性ブドウ

球菌)、ＭＤＲＰ（多剤耐性緑膿菌）、ＥＳＢＬ（基

質特異性拡張型ベータラクタマーゼ）産生菌、ＣＲ

Ｅ（カルバペネム耐性腸球菌）等の持込に対するス

クリーニングの強化とベッドコントロールを適正に

継続したことで、院外からの持ち込み症例は多々あ

ったにも関わらず、アウトブレイクを起こすことな

く院内感染の封じ込めができた。 

新型コロナ対策については、県内発生に対応して、

岡山市保健所及び岡山県との連絡を緊密に行い、厚

生労働省からの通知に迅速に対応しつつ、院内体制

を構築した。また、職員の健康管理や入院・外来患

者の管理を徹底した。それにより、依頼のあった疑

似症例の患者や確定患者をすべて受け入れた。院内

感染対策に徹底して取り組み、近隣病院から感染対

策のモデルとして評価され、近隣病院への感染対策

の指導も行った。 

 

Ｓ Ｓ 
院内感染対策委員会の毎月

開催やインフェクションコン

トロールチームによる院内巡

視など、計画を着実に遂行して

いる。加えて、新型コロナへの

迅速な対応や近隣病院への感

染対策指導にも取り組んでお

り、非常に高く評価できる。 

4
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【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

院内感染対策委員会

開催数 
12 回 

 

 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

院内感染対策委員会

開催数 
12 回 12 回 12 回 

 

【職員研修開催数】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

院内感染に関わる職

員研修 
33 回 43 回 16 回※ 

※新型コロナの影響により、うち３テーマについては、

ｅラーニングも活用し全員参加を図った。 
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中期目標 
ウ 医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、個人情報の保護及び情報公開に関して適切に対応するなど行動規範と倫理を確立し、適

正な病院運営を行うこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ウ 個人情報保護マニュアルを適宜更

新するとともに、コンプライアンス

に関する研修を定期的に開催して、

職員の行動規範と倫理を徹底する。

また、カルテなどの個人情報の保護

及び情報公開に関しては、市の条例

に基づき適切に対応する。 

ウ 個人情報保護、コンプライアン

スに係る研修を通して、職員の行

動規範と倫理について継続的に

周知・徹底する。 

また、個人情報保護マニュアル

も適宜見直しを行っていく。 

さらに、カルテなどの個人情報

の保護及び情報公開に関しては、

岡山市の条例に基づき適切に対

応する。 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 
 

項目 

令和 

2年度 
目標 

個人情報

保護研修 

全職員対象の研修：3回 

新任職員研修：6回 

ウ 個人情報漏えい等の事例について、その事実関係の

状況、原因、対策について協議した。 

電話での病名確認等の問い合わせに対する対応方法

の見直し、医療機関等へ誤送付した際の事後対応の見

直し等を行った。 

岡山市個人情報保護条例が適用になる点をマニュア

ルに明記して条例に即した内容に変更し、電子メール

上での個人情報の取扱いについて具体な注意点を明記

した。 

集合研修については、新型コロナの拡大状況を鑑み

中止したが、前述したマニュアルの変更点を明記した

新たな資料を作成し、全職員に周知した。また比較的

少人数な中途採用者及び育休等からの復職者を対象と

した研修は回数を減らして実施した。 

医療情報の開示については規程に基づき適切に対応

した。 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

個人情報

保護研修 

全職員対象の研修 3回 0回※ 0回※ 

新任職員研修 7回 7回 4回 

※新型コロナウイルス流行に鑑み、代替としてポータルサイトに

資料を掲載して周知した。 

 

【医療情報開示件数】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

医療情報開示件数 90 件 78 件 112 件 
 

Ｂ Ｂ 
新型コロナの影響で集合研

修を実施できなかったが、資料

による周知で代替しており、適

切に対応ができている。多人数

とならない中途採用者向け研

修等は工夫して実施しており、

概ね計画どおりと評価できる。 
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（２）総合的な診療体制の確立とチーム医療の推進 
 

中期目標 
安全で質の高い医療を安定的・継続的に提供するため、岡山ＥＲとの連携強化による総合的な診療体制を確立するとともに、多職種連携によりチーム

全体で医療を推進するなど、診療体制の強化・充実を図ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

総合的な診療を充実させるため

に、体制と業務の両面において強化

を図る。 

体制面では、人材育成のため平成

２９年１０月から市民病院内で運

用を開始した人材開発センターを

本格稼働させ、医療従事者への教育

の質の向上を図る。 

業務面では、岡山ＥＲと各診療科

との連携による救急診療及び専門

診療をさらに充実させ、ＩＣＴ、Ｎ

ＳＴや口腔ケアをはじめ多職種で

構成されるチーム医療を積極的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師、看護師などの医療従事者は

一定数確保できたため、各科専門領

域の強化と総合的な診療体制につい

て、より一層の充実と効率化を図る。 

岡山ＥＲとの連携強化による総合

的な診療体制を確立するため、岡山

ＥＲとそこから入院する症例のため

に診療体制の一体化を進め、機能強

化を図とともに、多職種横断的な症

例検討会や研修会を通じて職員の育

成も行う。 

さらに、感染制御チーム（ＩＣＴ）、

栄養サポートチーム（ＮＳＴ）、緩和

ケアチームなどの多職種で構成され

るチーム医療を積極的に行うため

に、多職種向けの勉強会を多数実施

するとともに、医療現場での職種間

の連携強化を図り、提供する医療の

質の向上を図る。 

医師については、臨床研修制度の

改革に対応したプログラムを開始

し、質の向上を図る。 

また、内科専門プログラムを通じ

て院内体制の強化、地域への協力体

制の強化を図り、安全で質の高い医

療を安定的・継続的に提供する。 

 

 

 

安定的な診療体制の確保のため、法人全体で正規

職員（院内からの繰上り含む）５８人（医師７人、

看護師２９人、その他医療従事者１６人、事務６人）

を採用した。 

新型コロナ蔓延に伴い救急診療と感染症診療の両

立に困難を極めたが、５階病床の改築を行い岡山Ｅ

Ｒとそこから入院する症例のために診療体制の一体

化を進め、機能強化を一部図り、感染症対策のでき

る職員を育成した。 

スキルアップ研修については目標値２０回に対し

て６回と下回り、感染症蔓延化での対面研修の困難

を早急には克服できなかった。 

多職種参加の入院カンファレンスは、新型コロナ

蔓延に伴い対面での開催が困難になり当初の目標値

を下回った。チーム医療を進めるためのその他の病

棟カンファレンスも、目標値１，６００回に対して、

今年度になり新型コロナの蔓延に伴い、多人数での

会議が制限される中で、１，６０３回開催した。 

また、全職種対象の栄養サポートチーム（ＮＳＴ）

の研修会や緩和ケアの勉強会などのスキルアップ研

修については、目標値２０回に対して６回の開催で

下回っており、感染症蔓延化での開催について課題

を残した。 

チーム医療の観点を追加する初期臨床研修制度の

改革に対応するため、プログラムに他職種からの評

価を開始した。 

 

 

 

Ａ Ａ 
スキルアップ研修を十分に

開催できなかったが、感染症対

応のできる職員を育成し、新型

コロナに対応した診療体制の

構築に取り組んだことは高く

評価できる。 
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【目標値】 

項目 
令和 
3年度 

目標 

スキルアップ研修 

（全職員対象） 
24 回 

病棟カ

ンファ

レンス 

入院時カン

ファレンス 
5,500 回 

その他カン

ファレンス 
1,800 回 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

スキルアップ研修 

（全職員対象） 
20 回 

病棟カ

ンファ

レンス 

入院時カン

ファレンス 
5,500 回 

その他カン

ファレンス 
1,600 回 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

スキルアップ研修 

（全職員対象） 
16 回 22 回 6 回 

病 棟

カ ン

フ ァ

レ ン

ス 

入院時カン

ファレンス 
7,184 回 5,628 回 4,627 回 

その他カン

ファレンス 
1,571 回 1,439 回 1,603 回 
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（３）医療の標準化の推進 
 

中期目標 ア 法人内の医療系と事務系を統合した総合情報システムの活用により、医療の質の向上、さらには患者サービスの向上を図ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 法人内の医療系と事務系を統合

（物理統合・論理分離）したネット

ワークインフラの上で一元管理して

いる総合的な医療情報システムのデ

ータベースを最大限に活用する。ま

た、デイリーで更新した経営指標に

係る数値を全職員が容易に確認でき

るように、継続してポータルサイト

上で可視化する。これらの取組によ

り医療の質向上、患者サービスの向

上、経営改善意識の向上につなげて

いく。 

  

ア 総合情報システムは、導入から５

年が経過しているため、令和２年度

から４年計画でシステムの更新を行

い、安定運用を目指す。 

更新に当たっては、患者サービス

の低下、医療の質の低下にならない

よう、更新後のシステムに必要な機

能について、多方面から検討を行

う。 

なお、総合情報システムのうち電

子カルテシステムは、令和４年５月

に更新を予定しているため、令和２

年度は必要最小限の機能強化に留

める。 

ア 総合情報システムの今年度分の更新は予定どおり

行い、急増したＷｅｂ会議、ＴＶ面会などがストレ

スなく行えるよう、令和４年度に予定していたファ

イアーウォールルーターの更新を前倒しで行い、通

信状況を改善した。また、新型コロナ患者受入れの

ための病棟改修、屋外での発熱専門外来開設、オン

ライン資格確認システム導入に伴うネットワークの

拡張工事を行った。 

電子カルテシステムは、令和４年度更新に向けて

ベンダーを選定した。また、感染拡大防止対策とし

て非接触での問診システムやＡＩシステムを使った

新型コロナの画像診断支援システムなど、新型コロ

ナの診療を支援するシステムの導入に注力した。 

Ａ Ａ 
総合情報システムの更新を

計画どおり進められているほ

か、コロナ禍で新たに必要とな

った各種ネットワーク設備等

の拡張にも対応しており、高く

評価できる。 
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中期目標 イ 客観的な根拠に基づく個々の患者への最適な医療を提供するとともに、クリニカルパスの充実と活用による医療の標準化に取り組むこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 厚生労働省や学会等のガイドライ

ンに基づいて、現時点の標準とされ

る医療の提供に積極的に取り組む。

その方法としてクリニカルパスの充

実と活用を推進し、アウトカムに基

づく新しいクリニカルパスの作成を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ クリニカルパス種類数は年々増加

しているが、医療の標準化のため引

き続きパスを作成していく。作成し

たパスは、一般財団法人医療情報シ

ステム開発センター(ＭＥＤＩＳ)で

評価監査を受け、更なる標準化を図

る。 

また、患者用のパスについても作

成又は改訂を行い、患者にとってわ

かりやすく、安心して入院生活を過

ごせるよう改善を図る。 

パス使用率についても引き続き向

上を目指す。 

パスの改訂については、各診療科

で行っていたが、令和２年度から入

退院管理支援センタークリニカルパ

ス開発支援担当がパスの改訂を行

い、多職種での見直しを行う。 

クリニカルパス大会については、

令和２年度から職種別に発表を行う

ことで、医師・看護師だけではなく、

多職種から見たパスの解析を行い、

医療の質の改善を図る。 

岡山県のクリニカルパス学会評議

員は当院の２名だけであり、岡山県

や中国地方のパスの推進・啓発のた

めに、他院を招いてのシンポジウム

や研究会を当院主催で行う。 

 

 

 

イ 一般財団法人医療情報システム開発センター（Ｍ

ＥＤＩＳ）に１件のクリニカルパスを申請し承認さ

れた。医療者用クリニカルパスに加え、患者用クリ

ニカルパスを作成し配備した。パス使用率は５６％

に上昇した。 

令和２年度から、入退院管理支援センターが主導

となり、各関係職種（医師、看護師、薬剤師、事務

等）の視点からクリニカルパスの見直しを実施し

た。見直しにあたっては定期的にミーティングを行

い、計 5件のパスの改訂を行った。 

クリニカルパス大会については、新型コロナの影

響で、計４回しか行えなかったが、そのうち１回は

オンライン形式で公開クリニカルパス大会を行な

い、全国から４００名参加があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 
パス種類数が年度目標を下

回っているが、中期計画で定め

た目標値は引き続き大きく上

回っている。また、パス使用率

も前年度に比べ上昇している。 

クリニカルパス大会をウェ

ブ開催としたことで、従来方式

での参加者を大きく超える 400

名の参加があり、開催回数の減

少を十分に補っていることも

高く評価できる。 
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【目標値】 

項目 
令和 
3年度 

目標 

クリニカルパス種類数 145 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

クリニカルパス種類数 300 

クリニカルパス使用率 55.0％ 

クリニカルパス大会 5回 

クリニカルパス委員会 12 回 
 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

クリニカルパス

種類数 
239 273 250 

クリニカルパス

使用率 
44.7％ 54.8％ 56.0％ 

クリニカルパス

大会 
5回 4回 4回 

クリニカルパス

開発支援会議 ※ 
12 回 12 回 12 回 

 ※令和元年度に名称を「クリニカルパス委員会」から「ク

リニカルパス開発支援会議」に変更している。 
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（４）調査・研究の実施 
 

中期目標 医療に関する調査や臨床研究、治験を推進する体制を整備し、積極的に取り組むこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

自院での研究や他の医療機関と

の共同研究を含め、新しい薬剤や医

療機器の開発、新しい治療法の開発

等に関する臨床試験や治験を積極

的に推進し、国の承認に貢献するこ

とで、研究レベルの医療を市民が通

常受けることができる医療となる

ように努める。また、その成果をも

とに学会発表や研究論文として発

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山大学を中心とした岡山医療

連携推進協議会（ＣＭＡ－Ｏｋａｙ

ａｍａ）が設立され、この協議会を

通じて地域の医療機関との共同研

究を含め、新しい診断や治療法の開

発等に貢献する臨床試験に積極的

に参加する。 

また、令和元年度に治験センター

を整備したことにより受託件数が

増加しており、新薬の開発を目的と

した企業治験による医療の進歩や、

新薬の販売後調査による安全性の

向上に寄与する。 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

治験 新規： 10 件 

新薬販売後調査 新規： 20 件 

臨床試験 30 件 

  

治験については、継続中のもの２１件、新規４件

につき、治験審査委員会を開催して審議を行い、適

切に管理したうえで実施した。 

厚生労働省より販売後調査を義務づけられた新薬

については、販売後調査にも積極的に参加し、１５

件を実施した。 

その他臨床試験については、国の倫理規程の改定

に伴い案件が減少する中で、新しい治療や薬剤を中

心に増加し、計３３件の審査を倫理委員会で実施し

た。 

新型コロナ蔓延に伴う案件の減少がある中、依頼

された案件については十分に遂行できた。 

 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

治験 
継続：16件 継続：18件 継続：21件 

新規：7件 新規：8件 新規：4件 

新薬販売

後調査 

継続：60件 継続：65件 継続：35件 

新規：16件 新規：18件 新規：15件 

臨床試験 46 件 63 件 33 件 
 

Ｂ Ｂ 
新規治験・新薬販売後調査に

ついては目標を下回ったが、依

頼件数自体が減少している事

情もありやむを得ない。臨床試

験は目標件数を達成しており、

全体としては概ね計画どおり

実施できたと評価できる。 
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３ 市民・患者サービスの向上 

（１）患者中心の医療の提供 
 

中期目標 ア 全ての患者の権利と人格を尊重し、患者への十分な説明と同意のもとに患者の視点に立った質の高い医療を継続して提供すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 全ての患者の権利と人格を尊重

し、患者の視点に立った質の高い医

療を継続して提供するため、患者へ

の十分な説明と同意のもとに医療を

提供するインフォームドコンセント

を徹底するとともに、セカンドオピ

ニオンの相談に適切に対応する。ま

た、患者との信頼関係構築のため、

患者側と医療機関側の対話の橋渡し

をする院内医療メディエーターの導

入の準備を進めるなど、医療相談窓

口機能を強化する。 

 

 

ア すべての患者の権利と人格を尊重

し、患者の視点に立った質の高い医

療を提供するため、患者への十分な

説明と同意のもとに医療を提供する

インフォームドコンセントを徹底す

るとともに、セカンドオピニオンの

相談に適切に対応する。 

また、院内の医療相談窓口機能も

強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア インフォームドコンセントについては、前年度に

引き続き、患者への確実な履行に努めた。 

  患者の希望により他院のセカンドオピニオン外来

へつなぎ、また市民病院でも他院からのセカンドオ

ピニオン外来を受け入れた。 

医療相談窓口としては、患者相談室やがん相談支

援センターを相談の窓口として設け、受け付けた相

談は、週に１度、医療安全管理者も含めた多職種に

よるカンファレンスで検討し、内容を各部署へ周知

した。 

患者との信頼関係構築のために、職員が医療メデ

ィエーターの研修を受けた。 

 

 

 

【セカンドピニオン外来件数】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

他院から市民病院 2件 3件 5件 

市民病院から他院 ※ － 1件 3件 

 ※平成 30年度は集計していない。 

 

 

Ｂ Ｂ 
セカンドオピニオン対応件

数については前年度を上回っ

たほか、相談窓口整備、職員の

研修等も計画どおり実施でき

ている。 
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中期目標 イ 患者との信頼関係の構築に努め、多職種と連携して医療を提供すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 患者に対して、薬物療法の安全性

と質の向上のために薬剤師による薬

剤管理指導、無菌製剤処理及び外来

化学療法の一層の充実を図る。また、

入院患者におけるチーム医療の向上

のため、平成２８年度より開始した

病棟薬剤業務の充実に努める。 

  さらに、管理栄養士による各種栄

養食事指導及び入院患者に対しての

食事相談についても一層の充実を図

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 医療技術部門から患者サービスの

向上に向けて、薬剤師による薬剤管

理指導、無菌製剤処理、外来化学療

法及び病棟薬剤業務の維持と充実に

努める。 

また、抗菌薬の適正使用、入院患

者の持参薬及び注射薬セットの充

実を積極的に努める。加えて、退院

後の薬の管理等、地域の薬局との連

携強化に努める。 

管理栄養士による各種栄養指導

を充実させ、外来から入院まで患者

個々に応じた継続的な指導を行う。 

また、入院患者の食事相談につい

て、委託会社と連携し、治療の一環

となる食事提供に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 薬剤管理指導件数は、前年度よりはやや減少した

が目標値は達成した。無菌製剤処理件数及び外来化

学療法件数においても、前年度からは減少している

が、目標値は達成した。病棟薬剤業務については、

前年度のＩＣＵを含む９病棟にＨＣＵも加え全１０

病棟へ薬剤師を配置し、入院患者に対する最適な薬

物療法の実施に努めた。 

また、抗菌薬の使用については、平成３０年７月

から引き続き薬剤師１名を専従とし、より高度な管

理を行った。ポリファーマシー（多剤服用の中でも

害をなすもの）への対策としては、薬剤総合評価調

整加算の基準に適合するようにし、解消に努めた。 

地域の薬局とは定期的な会合により情報共有を行

った。また外来におけるがん化学療法を地域の薬剤

師と連携することに対して新設された連携充実加算

についても基準に適合するように体制を整備し実施

した。 

その他、病棟での対応としていた夜間の入院患者

への注射薬の個人セットは、安全面を考慮し、薬剤

部での２４時間対応を継続して行った。 

医療の質と経済性の向上のため、フォーミュラリ

ー（医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成する医

薬品の使用方針）の策定、バイオシミラー（バイオ

医薬品の後続品）の採用などについても継続的に推

進した。 

新型コロナに対しては治療薬の確保、使用薬剤の

適正使用への関与、ワクチンの適正管理及び地域へ

の供給に当たった。 

各種栄養指導については、新型コロナ予防対策の

ため、引き続き、集団指導を中止したこと、また新

型コロナ罹患への恐れから栄養指導の予約がキャン

Ａ Ａ 
コロナ禍にあっても栄養指

導件数以外の各種目標指標を

全て達成できている。チーム内

カンファレンス等により個々

の患者に合わせた指導の継続

に努めていることも高く評価

できる。 
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【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

薬剤管理指導件数 

（薬剤管理指導料ⅠⅡ

Ⅲ，退院） 

14,000 件 

無菌製剤処理料件数 

（Ⅰ Ⅱ） 
3,600 件 

外来化学療法加算数

（Ⅰ） 
1,100 件 

各種栄養指導合計件数 1,850 件 

入院患者食事相談件数 360 件 

 

 

セルとなったことなどにより、目標を達成すること

ができなかった。その中で、診療チーム内で定期的

にカンファレンスを行い、患者個々の生活スタイル

にあわせた指導を継続した。 

入院患者食事相談については、食事サービスの向

上のため、当院の管理栄養士、委託業者の栄養士及

び調理師が協働で食事相談を実施し、前年度を６０

件上回った。 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

薬剤管理指導件

数（薬剤管理指

導料ⅠⅡⅢ，退

院） 

16,553 件 16,278 件 15,468 件 

無菌製剤処理料

件数（ⅠⅡ） 
3,843 件 4,117 件 3,894 件 

外来化学療法加

算数（Ⅰ） 
1,179 件 1,518 件 1,439 件 

各種栄養指導合

計件数 
1,823 件 1,704 件 1,326 件 

入院患者食事相

談件数 
332 件 414 件 474 件 

 

（各種栄養指導実績内訳） 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

個人指導 

外来 505 件 527 件 476 件 

入院 840 件 810 件 626 件 

集団指導 96 件 76 件 0 件 

人間ドック、特定

健診 
69 件 65 件 37 件 
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透析予防指導 313 件 226 件 187 件 

計 1,823 件 1,704 件 1,326 件 
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中期目標 ウ 患者ニーズの把握及び改善などによりサービスの向上を図るとともに、医療の質の向上につなげること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ウ 患者満足度調査や投書箱の活用に

より、患者ニーズの動向を的確に把

握し、サービスの向上を図るととも

に、院内環境の整備を進め、快適な

療養環境を提供することで、医療の

質の向上につなげる。 

  退院に際しては、地域連携室の登

録医療機関と連携して、切れ目のな

い診療体制を強化していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 患者満足度調査の継続的な実施に

より、患者ニーズの正確かつ迅速な

動向把握を行い、患者サービスの向

上を目指すとともに、医療の質の向

上を図る。 

当院の使命の一つである「断らな

い救急」を持続していくため、地域

の病院との「市民病院地域ネットワ

ーク」を活用するなど、各病院の機

能、役割を明確化した上で、密な連

携を図り、外来から入院、そして退

院・転院と切れ目のない診療体制を

強化していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 新型コロナの拡大により入院・外来ともに患者数

が減少し、特に入院患者については調査件数が大き

く減少した。一方、入院については面会制限など患

者にとって厳しい療養環境であったにもかかわら

ず、徹底した感染防止対策が評価され、満足度は向

上した。 

外来も患者数は減少したが、調査回数を増加させ

たことにより、例年並みの調査件数を維持した。な

お、外来の満足度も向上した。 

ケアキャビネット（医療機関、介護事業所、行政

機関に関わる多職種間での情報連携を充実させるた

めのシステム）を活用し「市民病院地域ネットワー

ク」参加病院と当院とが相互に空床状況がオンライ

ンで共有できるようにしたことで、当院での入院を

要しないが経過観察やリハビリを必要とする患者の

受入先の確保や病棟からの転院調整における相談先

の選定・調整がより円滑に行えるようになった。 

今年度はコロナ禍により集合による研修会や会議

の開催が困難となり、「顔の見える連携」が図りづら

い状況下ではあったが、個々の退院支援・転院調整

においては、連絡調整における情報提供をより密に

行うよう心掛け、面会制限下でもオンラインでの面

会や録画による情報提供なども取り入れ対応した。 

オンライン連携先医療機関や地域の介護支援関係

者を対象にした新型コロナに関するオンライン研修

を開催するなど、地域における新型コロナの重点医

療機関としての役割を果たした。また、治療後の患

者の療養・リハビリ継続の受入先の拡充や地域生活

移行への円滑化を図った。 

 

 

Ｂ Ａ 
新型コロナにより様々な制

限や影響が出る中、徹底した感

染対策やケアキャビネットを

活用した受入先の確保、オンラ

インでの面会や録画による情

報提供なども取り入れて対応

し、患者満足度の向上を実現し

ており高く評価できる。 
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【目標値】 

項目 
令和 
3年度 

目標 

患者満足度

調査結果 

(満足＋やや

満足) 

入院 95.0％ 

外来 80.0％ 

 
 
 
 
 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

患者満足度

調査結果 

(満足＋やや

満足) 

入院 95.0％ 

外来 90.0％ 

 

【実績値：患者満足度調査結果（満足＋やや満足）】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

入院 

692 735 491 

（回答数 

 746） 

（回答数 

 776） 

（回答数 

 502） 

→ 92.8％ → 94.7％ → 97.8％ 

外来 

503 678 705 

（回答数 

 547） 

（回答数 

 712） 

（回答数 

 720） 

→ 92.0％ → 95.2％ → 97.9％ 

計 

1,195 1,413 1196 

（回答数 

 1,293） 

（回答数 

 1,488） 

（回答数 

 1,222） 

→ 92.4％ → 95.0％ → 97.9％ 
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中期目標 エ 医療を提供した結果、患者やその家族との紛争が生じた場合には、適切な紛争解決の方法を確保すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

エ 医療を提供した結果、患者やその

家族との紛争が生じた場合には、円

滑かつ円満な解決に努める。 

 

エ 医療を提供した結果、患者やその

家族との紛争が生じた場合には、医

療ＡＤＲなどの裁判外紛争解決シス

テムや医療賠償責任のセカンドオピ

ニオン等を有効に利用し、円滑かつ

円満な解決に努める。 

また、クレーム対応専用職員を配

置し、日々発生するトラブル等に迅

速に対応する。 

 

 

エ 前年度に発生した紛争は現在も継続中であるが、

早期解決に向けて顧問弁護士と協議・相談しながら

対応している。また、新たな紛争は発生していない。 

クレーム対応は、配置した専門職員により迅速に

対応ができた。 

 

Ｂ Ｂ 
前年度から継続している案

件が解決に至っていないもの

の、新たな紛争は生じていない

点は評価できる。 
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（２）職員の接遇向上 
 

中期目標 患者やその家族、市民から信頼を得られるように職員の意識を高め、接遇の向上に努めること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

患者満足度調査における接遇項

目の評価から問題点、課題を抽出

し、それらを改善するための研修会

の実施及び接遇向上のための重点

取組期間を設けることにより、患者

やその家族に対する接遇向上に努

める。 

患者満足度調査や患者の意見等

をまとめ、職員用ポータルサイトに

掲示し、具体的な問題点を周知す

る。 

また、接遇については、より実践

的・具体的な研修を実施するととも

に接遇重点取組期間を設け、接遇向

上に努める。 

さらに、重点取組期間後には、各

部署でワークショップを開催する

とともに、再度の患者調査により効

果の確認を行う。 

全般的な患者相談を専門とする

職員を配置し、患者や家族からの苦

情や相談の対応を充実させる。 

 

患者満足度調査や患者の意見等をまとめ、職員用

ポータルサイトに毎週掲示し、具体的な問題点を周

知することで、接遇時における意識の向上を図った。 

職員の接遇向上については、新型コロナの拡大を

受け、大人数での対面研修を実施できず全体研修は

見送ったが、代替措置として、ポータルサイトを活

用しＤＶＤ研修を行った。また、各部署が『みなさ

んに安心を与えるために』のスローガンに基づいた

接遇目標を設定し、その内容を院内に掲示すること

で接遇に対する意識を高めた。 

全職員が研修に参加できるように開催方法に工夫

をするなどを今後の課題とした。 

患者や家族からの苦情や相談の対応については、

患者サービス係で対応した。 

 

Ｂ Ｂ 
コロナ禍にあっても研修の

方法を工夫して実施しており、

計画を順調に実施していると

評価できる。 
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（３）市民や患者にわかりやすい情報発信 
 

中期目標 市立病院の役割や機能に加え、疾病予防や健康に関する情報等、市民や患者にわかりやすい情報発信に積極的に取り組むこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

患者やその家族、市民に向けて、

病院の役割・機能、診療実績、専門

医の紹介等の診療情報、財務諸表等

の経営情報、疾病予防や健康に関す

る情報等についてホームページや

広報誌等を活用してわかりやすく

発信する。加えて、広報媒体を通じ

てさまざまな行事やその様子を伝

え、地域との関わりを深めることで

地域での社会的認知向上を目指す。 

また、院内健康教室、市民公開講

座等の開催情報を発信して健康教

育を推進する。 

 

 

 市民、患者及びその家族に向け

て、病院の役割・機能、診療実績、

専門医の紹介等の診療情報、財務諸

表等の経営情報、疾病予防や健康に

関する情報等について、各種広報媒

体でわかりやすく発信する。 

広報媒体としては、ホームペー

ジ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、広報誌、職

員のラジオ出演、院内掲示等を利用

し、テレビや新聞等のメディアの取

材等にも協力しながら、一定量を維

持する。 

定期的に開催している患者向け

各種教室や市民向けイベントは継

続しながら、併せて市民公開講座に

ついても充実を図り、疾病やその予

防、健康に関する情報を提供する。 

患者や市民向けの院外広報誌を年３回（６月、１

１月、３月）発行し、ホームページやフェイスブッ

クで診療・健康・疾病予防、役割・機能・経営情報

等に関して定期的な情報発信を実施した。また、院

内展示やＦＭラジオに職員が出演して健康情報を発

信した。 

市民公開講座は、年２～３回の開催を想定してい

たが、今年度は新型コロナの拡大防止のため開催を

見送った。患者向け教室も概ね中止としたが、リウ

マチ教室では患者・家族に向けて教育内容をＷｅｂ

や資料配布等で継続的に公開した。 

連携医療機関向けには、医療機関向け広報誌の発

行をはじめ、当院の診療体制や診療内容・実績、専

門医の紹介をまとめた冊子やチラシの配布を実施

し、当院への患者紹介の促進を図った。 

新聞・テレビ・ラジオなどへの露出は７３件（前

年度４２件の１．７倍）と大幅に増加した。低侵襲

手術の認知向上を目的とした新聞へのコラム連載の

ほか、新型コロナ関連での取材対応でテレビ・新聞

への露出が大幅に増加した。 

 

Ａ Ａ 
新型コロナの影響で講座等

が予定どおり実施できなかっ

たものの、新聞・テレビ・ラジ

オを通じた情報発信が大幅に

増えており、総合的には計画を

上回る取組ができていると高

く評価する。 
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４ 地域医療ネットワークの推進 

（１）地域医療連携の推進 
 

中期目標 

岡山大学をはじめとした急性期病院間での適切な役割分担を進めるとともに、回復期・慢性期の医療機関等、保健医療福祉関係機関との連携及び協力

体制の充実を図ることにより、地域医療ネットワークの確立に努めること。 

また、地域医療連携を円滑に行っていくため、地域の医療機関との診療情報の共有化を図ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

急性期から回復期、慢性期、在宅

まで切れ目のない医療を市民へ提

供できるように地域医療ネットワ

ークの確立に努める。そのために、

岡山大学をはじめとした地域の各

医療機関との適切な役割分担のも

と、病院間、病院と診療所間の連携

を促進するとともに、保健医療福祉

関係機関との連携及び協力体制の

充実を図る。 

 市民病院は、脳卒中、大腿骨頸部

骨折、がん等地域連携クリティカル

パスの適用を推進するとともに、医

療ネットワーク岡山（晴れやかネッ

ト）への参加によるカルテ情報の共

有等により、地域医療機関との円滑

な連携をより一層推進する。 

 また、岡山県がん診療連携推進協

議会を通じて連携拠点病院と協力し

てがん診療を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

急性期から回復期、慢性期、在宅

まで切れ目のない医療を市民へ提

供するため、岡山大学をはじめとす

る地域の各医療機関との適切な役

割分担のもと、病院間、病院と診療

所間の連携を促進し、保健医療福祉

関係機関とも連携及び協力体制の

充実を図る。 

近隣の病院を中心とした「市民病

院地域ネットワーク」を確立し、Ｉ

ＣＴを活用した各病院の空床情報

の共有など、各病院の機能、役割を

明確にし、地域全体の医療体制強

化、病院間の緊密な連携を図る。 

さらに、地域のかかりつけ医との

医療連携も促進し、地域完結型の医

療提供体制が構築できるよう努め

る。 

また、医療ネットワーク岡山（晴

れやかネット）やカルナコネクト

（インターネットにより紹介患者

のオンライン予約や予約状況の照

会を行える患者受診予約システム）

により、地域医療機関との情報の共

有を図るとともに、脳卒中、大腿骨

頸部骨折など地域連携クリティカ

ルパスの適用により、地域医療機関

前年度に引き続き、地域医療支援病院として、地

域の保健・医療・福祉情報を把握し、地域医療を支

援した。 

今年度は新型コロナの拡大を受け、全国的に医療

機関の受診患者数が減少する傾向が見られた。また、

当院は岡山県の新型コロナの重点医療機関に指定さ

れたことにより、一般病床への受入制限が発生し新

規入院患者受入れの抑制が必要となり、紹介件数等

は減少した。地域の医療機関への訪問や集合形式の

研修会開催が困難な状況の中、情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）を用いたオンライン形式によるカンファレンス、

会議、連携研修会の開催や広報誌の発刊などを積極

的に取り入れ、引き続き、顔の見える関係づくりを

構築した。これらにより、紹介率は４％上昇、逆紹

介率は５％上昇し、いずれも前年を上回り、年度目

標を達成した。 

市民病院地域ネットワーク（病病連携の会）を通

じて定期的な情報発信を行い、医療ネットワーク岡

山（晴れやかネット）を活用した空床情報共有の運

用を開始した。また、カルナコネクト（インターネ

ットにより紹介患者のオンライン予約や予約状況の

照会を行える患者受診予約システム）の普及も推進

した。 

退院支援については、急性期治療が終了した患者

の在宅復帰や転院調整を円滑に行えるよう、ニーズ

を早期に把握するとともに、地域との連携・継続支

援が必要な事例や困難事例等に、院内・院外の医療・

Ａ Ａ 
新型コロナの影響による患

者減で予約件数は目標を下回

ったが、ウェブ会議等の活用に

より地域の医療機関との関係

づくりを継続し、紹介率の向上

等を達成したことは高く評価

できる。 
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【目標値】 

市民病院 

項目 
令和 
3年度 

目標 

紹介率 ※1 50.0％ 

逆紹介率 ※2 70.0％ 

地域連携クリティカル

パス適用件数 
260 件 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

※紹介率、逆紹介率ともに地域医療支援病

院の要件を目標値としている。 

また、紹介率については、岡山ＥＲの

充実（紹介状のない日中のｗａｌｋ ｉｎ

患者に対する断らない救急の実現）、逆紹

介率については、患者の状態に応じて、

との連携をより一層推進する。 

さらに、岡山県がん診療連携推進

協議会を通じて、連携拠点病院と協

力してがん診療を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

市民病院 

項目 
令和 
2年度 

目標 

紹介率 ※1 50.0％ 

逆紹介率 ※2 70.0％ 

地域連携クリティカ

ルパス適用件数 
250 件 

紹介患者予約件数 8,000 件 

 うちカルナコネク

トによる予約（紹

介患者受診予約シ

ステム） 

2,000 件 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

福祉関係者と多職種で支援した。 

脳卒中、大腿骨頸部骨折や心不全などについては、

地域連携クリティカルパスを活用し、円滑なリハビ

リや地域生活への移行を目指した結果、地域連携ク

リティカルパスの適用件数は、目標件数を大きく上

回った。 

また、「岡山もも脳ネット（大腿骨頸部骨折・脳卒

中パス）」や「安心ハートネット（心筋梗塞・心不全

パス）」へ継続的に参加し、地域の医療機関やかかり

つけ医と連携した。 

がんの分野では、岡山県がん診療連携協議会の各

会、部会に出席し、拠点病院と連携を深めた。また、

キャンサーボードについては前年度に引き続き定期

的に開催した。 

なお、がん相談支援センターの相談件数は２８件

であった。 

 

 

【実績値】 

市民病院 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

紹介率 ※1 63.3％ 66.0％ 70.0％ 

逆紹介率 ※2 96.4％ 90.7％ 95.7％ 

地域連携クリティカ

ルパス適用件数 
267 件 370 件 379 件 

紹介患者予約件数 7,066 件 7,609 件 4,254 件 

 

うちカルナコネク
トによる予約（紹

介患者受診予約シ
ステム） 

1,704 件 1,902 件 1,584 件 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者数）×100 
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診療情報提供料を算定できない情報提供

先への紹介を行なうことも考慮してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

せのお病院（再掲） 

項目 

令和 

3年度 
目標 

紹介率 ※1 40.0％ 

逆紹介率 ※2 57.0％ 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

 せのお病院（再掲） 

項目 
令和 
2年度 
目標 

紹介率 ※1 40.0％ 

逆紹介率 ※2 57.0％ 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）

×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者

数）×100 

 

 

 

 

【晴れやかネット開示件数】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

晴れやかネット開示

件数 
149 件 153 件 199 件 

 

【実績値】 

せのお病院（再掲） 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

紹介率 ※1 49.6％ 55.7％ 78.9％ 

逆紹介率 ※2 60.7％ 58.8％ 95.8％ 

※1 紹介率＝（紹介患者数／初診患者数）×100 

※2 逆紹介率＝（逆紹介患者数／初診患者数）×100 
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（２）在宅医療を含む地域医療への支援 
 

中期目標 
ア 地域医療支援病院として高度医療機器等の共同利用や開放病床の利用を促進するなど地域の医療機関を支援し、在宅医療の推進に向けた取組を実施

すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

ア 在宅医療については、患者やその

家族の意向を尊重しながら、疾病を

抱えていても在宅で生活を送れるよ

う、地域の保健医療福祉関係機関と

連携体制を構築し、切れ目のない医

療を提供するとともに、緊急時には

入院が受け入れられる体制を強化す

る。 

また、地域医療支援病院として引

き続き地域の医療機関に対する開放

病床や検査機器等の共同利用を促進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 病診連携研修会（３Ｓ会）、地域医

療連携研修会、キャンサーボード等

の各研修会を開催し、地域の保健医

療福祉関係機関へ情報発信を行うと

ともに、相互に顔の見える連携関係

を維持する。 

また、在宅復帰率の維持・向上を

図るため、在宅移行を見据えた医

療・介護連携の促進を図り、退院前

カンファレンスを積極的に開催し、

円滑な在宅移行を目指す。 

地域医療支援病院として、引き続

き地域の医療機関に対する開放病

床や高度医療機器（ＣＴ・ＭＲＩ）

の共同利用を促進するとともに、岡

山市歯科医師会との連携により入

院患者の歯科治療への介入や、地域

の医療機関、在宅・介護領域の施設

の感染防止対策について研修や演

習支援（手指衛生、個人防護具の着

脱演習等）を行い、地域医療の支援

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 北区中央地域保健医療福祉連携懇話会の流れをく

む北区中央地域多職種連携会議に入退院管理支援セ

ンターのスタッフが継続的に参加しており、地域に

おける介入が困難なケースについて、岡山市地域ケ

ア総合推進センターへ相談するなど、協働を図った。 

在宅医療の更なる推進を目指して取り組んだ結

果、在宅復帰率は８９．２％となり、目標値を上回

る結果となった。 

在宅復帰に当たり、患者・家族が安心して療養環

境に移行できるよう、退院前カンファレンスの開催

の促進を図った。新型コロナの拡大の影響から従来

の集合形式による開催が制限されたため、開催数は

目標値を大きく下回った。 

カンファレンス、会議、連携研修会等については、

新型コロナの拡大を受け、集合形式や対面によるこ

とが困難となったため、情報通信技術（ＩＣＴ）を

用いたオンライン形式によるカンファレンス、会議、

連携研修会等の開催に努めた。また、岡山市地域ケ

ア総合推進センターと共同で市内のケアマネ等を対

象とした新型コロナに関するオンラインセミナーを

開催した。 

カルナコネクトは引き続き普及活動を行っている

が、新型コロナ拡大による受診患者数の減少も影響

し、ＣＴやＭＲＩ等の医療機器の共同利用件数は前

年度よりも減少した。 

入院中の歯科治療への介入については、岡山市歯

科医師会と連携し、週１回、当院で訪問診療を行っ

た。 

 

Ｂ Ｂ 
退院前カンファレンスや CT

等の共同利用等については目

標値を下回ったが、新型コロナ

の影響で患者数自体が減少し

たこともありやむを得ない。在

宅復帰率は概ね従来の割合を

維持しているほか、カンファレ

ンスについてもオンライン形

式の導入等に取り組んでおり、

評価できる。 
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【目標値】市民病院 

項目 

令和 

3年度 
目標 

在宅復帰率 80.0％ ※ 

退院前カンファレンス

の開催 
700 件 

※急性期病院に求められる診療報酬の施設

基準とする。（平成 29 年度時点の基準は

80％）在宅復帰率については、患者の状

態に応じて退院先が施設基準の対象外と

なることも考慮し、診療報酬の基準を目

標値としている。 

 

 

 

【目標値】 

項目 

令和 

2年度 
目標 

在宅復帰率 80.0％ 

退院前カンファレンス

の開催 
685 件 

医療機器共同利用件数 
CT:520 件 

MRI:700 件 

 

 

 

 

【実績値】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

在宅復帰率 91.2％ 91.2％ 89.2％ 

退院前カンファレンス

の開催 
781 件 742 件 173 件 

医療機器共同

利用件数 

CT 490 件 540 件 393 件 

MRI 682 件 673 件 525 件 

 

【市民病院】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

地域医療機関等の参加

する講演会開催数 
24 回 15 回 11 回 

 

（内訳） 

講演会 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

市民病院主催 17 回 9回 9回 

３Ｓ会（※） 3回 3回 2回 

救急症例検討会 4回 3回 0回 

計 24 回 15 回 11 回 

※診療機関と市民病院による市民のための研究会 
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中期目標 
イ 医師の偏在等による医師不足が深刻な地域の医療機関へ医師を派遣するなど人的支援に努めること。また、自治体病院間の連携において、中心的な

役割を果たし、地域医療を支えること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

イ 医師の偏在等による医師不足が

深刻な地域の医療機関へ医師を派

遣するなど人的支援に努める。ま

た、自治体病院間の連携において、

地域医療を担う医師の教育や地域

定着への貢献に努めることにより

地域医療を支える。 

 

 

イ 医師の偏在等による医師不足が

深刻な地域の医療機関への医師派

遣等による人的支援に努める。 

また、自治体病院間の連携にお

いて中心的な役割を果たし、地域

医療を支える。 

イ 前年度と同様に、岡山市内外の医療機関への人的支援

を継続して実施した。 

若い医師（研修医）を中心に派遣し、医師不足が懸念

される地域の医療に貢献するとともに、将来の地域医療

を担う医師の人材育成に努めた。 

新型コロナ拡大により、一部の医療機関には派遣を見

送る場面もあったが、可能な限り支援した。 

また、岡山県自治体病院協議会の事務局（院長が会長）

として、自治体病院間の連携において、中心的な役割を

果たした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 
新型コロナ対応等で例年と

は環境が異なる中、前年度並み

の支援を継続できており、引き

続き自治体病院間連携におい

て医師派遣の中心的役割を果

たしており高く評価できる。 
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【医師派遣先】 

病院名 
平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和 2年度 

実績 

美作市立
大原病院 

毎週土曜日 
1人 

毎週土曜日 
日当直 1人 

毎週土曜日 
日当直 1人 

湯原温泉
病院 

毎週木曜日 
1人 

毎週木曜日 
1人 

毎週木曜日 
1人 

倉敷市立

市民病院 

毎週月曜日 
午前 1人 

午後 1人 
毎週水曜日 
午前 1人 

第 1 土曜日
日当直 1人 

毎週月曜日 

午前 1人 
午後 1人 
毎週水曜日 

午前 1人 

毎週月曜日 

午前 1人 
午後 1人 
毎週水曜日 

午前 1人 

瀬戸内市

民病院 

第 1土曜日 
当直 1人 

第 3土曜日 
当直 1人 

派遣要請 

なし 

派遣要請 

なし 

福渡病院 

毎週木曜日 
1人 

第 2・4 土曜日 

日当直 
各 1人 
第 2土曜日 

1人 

第 3月曜日 
1人 

第 2・4 木曜日 
1 人 
第 1・2・4

土曜日 
日当直 
各 1人 

第 3月曜日 
1人 

第 2・4 木曜日 
1 人 
第 1・2・4 土曜

日 
日当直 
各 1人 

玉野市民
病院 

毎週火曜日 
1人 
毎週月・火・

水曜日 
当直 1人 
毎週水曜日 

午後 1人 

毎週月曜日 
1人 

毎週火曜日 
勤務・当直 
各 1人 

第 1・3 水曜日 
午前 1人 
毎週水曜日 

勤務（午前） 
・当直 
各 1人 

毎週月曜日 
1人 

毎週火曜日 
勤務・当直 
各 1人 

第 1・3 水曜日 
午前 1人 
毎週水曜日 

勤務（午前） 
2人 
当直 1人 

矢掛病院 
毎週月・金曜日 

午後 1人 

毎週月・金曜日 

午後 1人 

毎週月・水・金曜日 

午後 1人 
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５ 教育及び人材育成 
 

中期目標 

地域医療を担う医師等の安定的・継続的確保に貢献するため、岡山地域において医師等の教育機関である岡山大学と共同し、救急専門医や総合診療医

の育成を目的とした連携大学院等を活用した教育・人材育成の強化を図ること。 

また、研修医を積極的に受け入れるとともに、医学生をはじめとする研修生・実習生に対する教育の充実など、医療従事者の育成に努めること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

院内外からの医師に対する教育

及び人材育成の質の向上のため、卒

後臨床教育研修センターをより一

層充実させ、必要な医師のリクルー

トや専門医研修に関する業務を集

中管理する。加えて、岡山大学と共

同し、市民病院を臨床研究の場とす

る連携大学院での総合診療医や救

急医の育成等地域医療を担う人材

の安定的・継続的確保に貢献する。 

 また、平成２９年１０月から市民

病院内で運用を開始した人材開発

センターを本格的に稼働させ、新人

採用から管理職までキャリア別の

プログラムにより、職員の教育及び

人材育成に関わる業務について一

元管理のもと、知識・技術、マネジ

メント能力、組織人としての能力向

上を目指した教育研修体制を整備

する。 

  さらに、研修医や医学生に対して

日常の診療カンファレンスとは別に

研修会を実施するとともに、看護師

や救命救急士、学生等の実習生を積

極的に受け入れる。 

 

 

 

 岡山大学と協働し、市民病院を実

地臨床の場や臨床研究に必要な人材

教育の場として活用し、地域医療や

救急医療に関する研究教育を行うと

ともに、市民病院で総合診療を行う

医師のための実践総合診療学講座、

救急医のための実践救急医学講座及

び地域医療のできる外科医のための

実践地域総合外科学が開講されてお

り、これら連携大学院の活用により

人材を育成する。 

また、ＩＣＬＳ（蘇生トレーニン

グコース）やＪＭＥＣＣ（内科救急

講習会）などの認定コースを開催し、

医療の質の維持・効能のため認定資

格取得を継続して支援する。 

さらに、職員の教育及び人材育成に

関わる業務について人材開発センタ

ーの一元管理のもと、新人採用から

管理職までキャリア別のプログラム

により、知識・技術、マネジメント

能力、組織人としての能力向上を目

指した教育研修体制を充実させ、実

施する。 

加えて、研修医や医学生に対して、

研修会、診療カンファレンスを実施

するとともに、看護師、薬剤師、栄

養士を目指す学生や救急救命士等の

研修医の受入れは、１００％（目標値：１００％）

対応した。研修医・医学生への研修会実施回数も１２

回行った。研修医の参加するカンファレンスについて

は、新型コロナ蔓延の中４４回行った。 

救急救命士の実習については、依頼された実習を１

００％受け入れ、救命救急士のスキルアップに貢献し

た。 

大学院制度においても大学病院との連携を深め、実

践総合診療学講座、実践救命救急・災害医学講座・実

践地域総合外科学講座を維持し、引き続き救急医療現

場での人材育成体制を強化した。 

指導医教育にも取り組み、臨床研修指導医は昨年度

から増減はなく５１名であった。 

組織体制として整備した人材開発センターでは、新

人採用から管理職まで階層別にキャリアに応じたプ

ログラムを計画し、研修を開始した。また、研修後に

振り返りの評価も行い、次年度以降に反映させる運用

を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 
コロナ禍にあっても研修医

の受入れは 100%対応しており、

岡山大学との連携を高い水準

で維持している。救命救急士の

実習依頼に全て対応したほか、

研修会も目標回数実施してお

り高く評価できる。 
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【目標値】 

項目 
令和 
3年度 

目標 

大学の研修医・医学生

の研修受入要請に対す

る応需率 

100％ 

研修医・医学生への研

修会実施回数 
12 回 

研修医が参加するカン

ファレンスの回数 
80 回 

 

実習生を積極的に受け入れ、職員以

外の多種職の医療従事者に対する教

育にも貢献する。 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

大学の研修医・医学生

の研修受入要請に対

する応需率 

100％ 

研修医・医学生への研

修会実施回数 
12 回 

研修医が参加するカ

ンファレンスの回数 
80 回 

 

 

 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

大学の研修医・医学生

の研修受入要請に対

する応需率 

100％ 100％ 100％ 

研修医・医学生への研

修会実施回数 
30 回 12 回 12 回 

研修医が参加するカ

ンファレンスの回数 
103 回 91 回 44 回 
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６ 保健・医療・福祉連携への貢献 

（１）保健医療福祉行政への協力 
 

中期目標 

市民病院内に市が設置している保健・医療・福祉連携に係る総合相談窓口である地域ケア総合推進センターと密接に連携し、患者の退院後の生活支援

や市民からの医療に係る専門的な相談に対する支援などの役割を担うこと。 

また、市の保健医療福祉部門との情報交換などにより連携を推進すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

市民病院内に市が設置している

地域ケア総合推進センターと密接

に連携し、共催で多職種研修会を開

催する。加えて、地域における医療、

介護の専門職の人材育成への協力、

市民との意見交換会の開催を継続

していく。 

また、退院調整における困難事例

については、地域ケア総合推進セン

ターと協働し、多職種間で情報を共

有しながら支援していく。 

 

 

市民病院内に市が設置している

地域ケア総合推進センターとの連

携を促進していく。 

市民病院及び地域ケア総合推進

センターの医療・保健・福祉専門職

相互の交流、協働を図り、患者の退

院後の生活や市民からの医療相談

に対して、多職種連携による切れ目

のない支援を展開する。 

さらに、支援事例の検討会やそれ

ぞれが企画する研修会等の事業へ

の協力など、協働した活動を企画す

る。 

また、市の保健医療福祉部門との

連携を推進するため、情報交換の機

会を設けるなど、関係各部門・部署

の相互協力を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度末より、コロナ禍の影響で岡山市地域ケア

総合推進センターが一時岡山市役所に移転したた

め、集合での会議や研修を差し控えざるを得ない状

況となったことで、打合せの開催や以前から相談し

ていた事業への講師派遣や共同での研修開催などが

実現できない状況が続いていたが、コロナ禍におけ

る入退院支援や地域生活移行における支援の問題

や、当院におけるアドバンス・ケア・プランニング

（ACP）の推進という課題については、センターとの

協働・連携を図るため、オンライン及び対面での会

議を開催した。会議を通して、年度内に新型コロナ

に関する研修会を当院とセンターの共催で開催する

ことができた。 

また、次年度に向けて、会議の定例化を計画し、

当院患者に対する院内行事及びセンターが開催する

地域住民等に向けた研修等の事業に相互協力を図る

方向で検討を始めることができた。なお、センター

が北長瀬ブランチに再移転となり、再び密接に連携

が取れる位置関係になり、より一層の医療・保健・

福祉専門職相互の交流、協働を図り、患者の退院後

の生活や市民からの医療相談に対して、多職種連携

による切れ目のない支援を展開することとした。 

地域の保健医療福祉関係団体との連携について

は、岡山市北区中央コア会議はオンライン・対面の

ハイブリッドで開催が継続され、担当者が毎回参加

した。北児島ケアネット及び北長瀬カフェについて

は、前年度末以降、コロナ禍の影響で開催ができな

Ｂ Ｂ 
新型コロナの影響で地域ケ

ア総合推進センターとの連携

に制約が生じる中、カンファレ

ンスの目標回数を達成したほ

か、課題検討の会議も開催して

おり、計画どおり実施できてい

る。 
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【目標値】 

項目 

令和 
2年度 
目標 

地域ケア総合推進センタ
ーと入退院管理支援セン
ターで実施するカンファ

レンス 

6回 

 

かった。 

 

【実績値】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

地域ケア総合推進センタ

ーと入退院管理支援セン
ターで実施するカンファ
レンス 

5 回 5 回 7回 

 

 

【保健医療福祉関係団体等との連携会議】 

会議名 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

岡山市北区中央コア会議 3回 2回 12 回 

北児島ケアネット 4回 2回 0回 

北長瀬カフェ 12 回 10 回 0 回 
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（２）疾病予防の取組 
 

中期目標 市民に対する健康支援講座の開催や健康支援に係る相談など、引き続き市民の疾病予防に向けて取り組むこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

 市民の健康を守るため、市民に対

して健康支援講座を定期的に開催

するとともに、健康支援に係る相談

に応じるなど引き続き市民の疾病

予防に向けて取り組む。 

市民の疾病予防のための取組と

して、栄養管理委員会が主催する市

民公開講座を開催する。 

医師による講演、リハビリスタッ

フによる運動療法、管理栄養士によ

る食事指導と試食会、血圧、血糖、

体脂肪、肥満度の測定、多職種スタ

ッフによる健康相談を組み合わせ

たユニークな体験型の健康支援講

座を継続する。また、市民への広報

活動も充実させる。 

検食及び病院食嗜好調査及び残

飯量調査により、病院食の質を改善

する。 

院内外で研修会を行い、医療レベ

ルの向上を図る。 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 

目標 

栄養管理委員会で行う

市民公開講座実施回数 
2回 

 

 

コロナ禍のため、市民公開講座は開催できなかっ

た。 

疾病の早期発見・予防に寄与するため、院外患者

向けの定期刊行雑誌、「岡山市民病院だより 北長瀬

の風」に、疾病の予防や検査の有用性を掲載した。 

病院食嗜好調査は３回実施し、実施者数は増加し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

栄養管理委員会で行

う市民公開講座実施

回数 

2 回 2 回 0回 

 

【市民公開講座参加者】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

参加者数 109 名 108 名 0 名 

 

Ｂ Ｂ 
コロナ禍で公開講座が実施

できなかったものの、広報紙に

よる広報や、病院食嗜好調査も

前年度と同程度実施しており、

概ね計画どおりに実施できて

いる。 
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【病院食嗜好調査】 

項目 

平成 
30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

実施回数 3 回 3 回 3回 

1回目 

実施者数 
145 名 146 名 189 名 

2 回目 

実施者数 
152 名 133 名 201 名 

3 回目 

実施者数 
153 名 130 名 203 名 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

１ 業務運営体制の構築 

（１）業務運営体制の構築  
 

中期目標 
地方独立行政法人制度の特長をいかし、独立した経営体として、主体性をもって意思決定し、迅速に行動できるよう、理事会を中心とした体制を整備

するとともに、職員の病院運営に対する意識の醸成を図るなど自律性を発揮できる効果的な運営体制の構築を図ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

地方独立行政法人制度の特長を

いかし構築された独立した経営体

として、理事長による最高責任者と

してのリーダーシップのもと、より

一層迅速な意思決定と効率的な運

営体制を強化する。それにより、医

療情勢の変化や患者ニーズ、各病院

の特性や実情に応じた機動性の高

い業務改善を図る。加えて、役員に

よる職務執行と内部統制のもと、業

務の適正を確保するための体制を

構築していく。 

また、市立総合医療センター全体

としては、長期的な視点を踏まえ、

柔軟かつ一体的な運営管理を行う。 

 

 

法人本部にて情報と権限を一元

管理することで、医療情勢の変化や

患者ニーズ、各病院の特性や実情に

応じた業務改善の実施や、運営体制

の適正化を図る。加えて、長期的な

視点を踏まえた柔軟かつ一体的な

運営管理を行う。 

 

 

 

 

病院の運営に関する懸案事項について定期的に協

議・検討や、病院の運営方針の決定を行う幹部会議、

戦略会議の報告書を毎会議後にポータルサイトに掲

載し、職員の病院経営に関する認識や意識の共有を

図った。また、室・部・課・センター・チームの定

義や位置づけを明確にするため、規程等を把握・確

認の上で組織の再定義に着手した。 

市民病院においては、新型コロナの重点医療機関

として、秋冬期に増加の見込まれるインフルエンザ

と新型コロナの診断が必要な発熱患者の対応を検討

するため、ワーキングチームを立ち上げ、発熱専門

外来を設置し運用を行った。また、救急・教育・災

害を柱とし、市民の期待に応えることのできる真の

急性期病院を目指すことを念頭に、新型コロナと一

般診療の両立、さらにその先のコロナ禍収束後の状

況も見据えた重症対応看護師の育成や急性期医療に

対応できる病棟の再編の検討を開始した。 

 

【ワーキングチームの設置及び活動状況】 

№ 名称 活動状況等 

１ 

断らない

救急検討

ワーキン

グチーム 

救急車の不応需の増加に対応するため、

現状と問題点を共有し、検討事項ごとに

部会を立ち上げ、課題解決に向けた検討

を開始した。また、同時に救急部門と集

中治療部門との一体化や集中治療体制、

集中治療教育体制の構築も議論し計画を

立てた。さらに、救急疾患の短期入院、

ＥＲから直接他院へ転院する仕組みなど

Ｂ Ｂ 
運営上の課題の共有や継続

的に組織体制の見直しに取り

組んでいるほか、新型コロナ対

応のためワーキングチームの

立ち上げやコロナ禍収束後を

見据えた業務運営体制の検討

に取り組んでいるなど、評価で

きる。 
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も協議し実践した。 

２ 

発熱専門

外来ワー

キングチ

ーム 

インフルエンザと新型コロナウイルス感

染の同時流行に備え、安全性と効率性を

確保する発熱専門外来を駐車場に設置す

ることによって感染リスクを少なくする

目的で発熱専門外来センターの設置を検

討し、令和２年１２月１日から患者の受

入れを開始した。ワーキングチームは令

和３年２月１８日に解散した。 
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（２）多様な人材の確保 
 

中期目標 

医療提供体制の安定化を図り、医療水準を向上させるため、多様で優秀な人材の確保に努めること。 

ア 医師の人材確保 

市立病院において提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師の確保に努めるとともに、臨床研修医及び後期研修医を育成すること。 

イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 

関係教育機関等との連携を強化し、優れた看護師及び医療技術職員の確保に努めること。 

ウ 事務職員の人材確保及び育成強化 

病院運営に関する専門知識や経営感覚が求められることから、必要な人材を確保・育成し、組織としての専門性を高めること。 

エ 育児支援等による人材確保 

育児と業務の両立支援など多様な人材を活用できる体制を確保すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

 医療提供体制の安定化を図り、医

療水準を向上させるため、多様で優

秀な人材の確保に努める。そのため

に、地方独立行政法人の特長をいか

した職員採用を進め、優秀な人材を

適宜確保する。加えて、法人が担う

べき医療を提供するための人員を長

期的に確保するため、職員の定着に

努める。 

 医療従事者については、大学等関

係教育機関との連携や採用のための

広報活動をこれまで以上に強化する

とともに、初期臨床研修医の確保と

育成に取り組む。さらに、新内科専

門医制度の基幹病院として後期研修

医の確保と育成に努める。 

 事務職員については、病院経営に

関する知識、経験を有する人材を計

画的に採用するとともに、長期的な

観点から新卒者の採用と育成に努め

る。 

 また、育児支援や職場復帰に関わ

医療提供体制の安定化を図り、医

療水準を向上させるために多様で優

秀な人材の確保・育成に努める。 

医療従事者については、質の高い

人材の確保・育成に努め、定着体制

の整備に努める。 

初期臨床研修医については、初期

研修医の採用人数の増加に伴い、採

用に係る広報活動及び育成のための

教育体制の更なる強化に取り組む。 

後期研修医については、内科専門

医制度の基幹病院としての役割を果

たせるよう広報活動及び教育体制を

整えるとともに、他の領域について

も連携施設として協力する。 

事務職員については、経営が安定

するように必要な人材の確保、教育

の強化に取り組む。 

また、全体的に年齢層が低いが優

秀な人材については、責任のある職

務を行わせることと、それに対応し

た人事制度を構築し、人材を育成す

初期臨床研修医のマッチングでは、シーリングの

関係で、１２名の枠から１０名に減員になった。応

募は２０名あり、１０名フルマッチし、全員国家試

験に合格したため、１０名の採用となった。 

内科専門医制度の基幹施設として４年目となる今

年度は、後期研修医を７名採用した。また、基幹プ

ログラム以外の総合診療研修医２名（岡山大学基幹

プログラム及び岡山総合診療専門医コース）が採用

となった。内科以外の科では、岡山大学基幹プログ

ラムから通年で外科１名、脳神経外科１名、産婦人

科１名、皮膚科１名を採用した。その他、泌尿器科、

整形外科、救急科など連携施設として通年ではない

が、後期研修医を採用した。専門プログラム以外で

の後期研修医は、１名採用した。 

看護師については、優れた人材を確保するため、

前年度に引き続き小論文、個人面接及び集団討論に

て採用試験を実施した。また、それ以外の職種につ

いては、必要な人員数を確保するため、非正規の正

規登用も含め採用試験を実施した。 

事務職員については、特に重要な医事職員を中心

に民間経験者の採用試験、また、非正規の正規登用

試験を実施した。 

Ａ Ａ 
医師、看護師等人材確保が困

難な環境下において、初期臨床

研修医の採用ではフルマッチ

を継続しているほか、採用方法

を工夫し優秀な看護師の確保

を図っていることも高く評価

できる。 
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る制度など職員が働きやすく復帰し

やすい環境を整える。 

 

 

る。 

育児支援や職場復帰に関わる制度

などを、よりわかりやすく整える。 

退職者の活用や非常勤職員の正規

登用など、多様な人材活用を進めて

いく。 

新規の職種として医科領域における口腔ケアの強

化のため、歯科衛生士を正規採用したほか、事務系

の専門職を新たな採用区分として設けた。 

また新型コロナの拡大の影響もあり採用試験をＷ

ｅｂで実施するなど臨機応変に対応した。 

育児支援及び職場復帰支援については、育児休業

者が看護師２５名、医療技術職員７名、事務５名で、

女性の取得率は１００％だった。また、男性も医療

技術職員１名が育児休業を取得した。育児短時間勤

務は看護師５名、部分休業は医師１名、看護師４２

名、医療技術職員３名、事務１名が利用した。 

 

【採用者数】 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

初期研修医マッチング 10 名 12 名 10 名 

後期研修医 10 名 18 名 14 名 

看護師 33 名 29 名 33 名 

医療技術員 7名 11 名 9 名 

事務職員 2名 2名 8名 

定年退職者の再雇用 7名 4名 7名 
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（３）外部評価等の活用 
 

中期目標 病院機能評価等の評価項目に基づき業務運営の改善に努めるとともに、実効性の高い監査を実施し、監査結果に基づき必要な見直しを行うこと。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

平成２６年度に実施した公益財

団法人日本医療機能評価機構の病

院機能評価結果に基づき、本中期計

画期間中実施する病院機能評価（せ

のお病院：平成３０年度実施、市民

病院：令和元年度実施）までに指摘

箇所の改善完了に向けて取り組む。

当該病院機能評価実施後は新たな

指摘事項への業務運営改善に努め

る。 

業務部分、経営部分の評価、見直

しについては、医療の質に関する客

観的な指標の分析や外部の評価機

関による評価結果の分析、活用によ

り、継続的な医療の質向上を図ると

ともに、監事や会計監査人による監

査結果等に従い、より一層の内部統

制の強化を図る。 

公益財団法人日本医療機能評価

機構の病院機能評価の認定を令和

２年２月に受けた市民病院では、そ

の評価結果に基づき、令和２年度も

業務運営の改善に向けて継続的に

取り組む。 

業務面においては、監事による業

務監査、理事会における理事等から

の助言、加えて、顧問弁護士に相談、

助言等を受けながら、引き続き内部

統制の強化を図る。 

会計面においては、第２期中期計

画の３年目として、計画期間内での

経営基盤確立を目指し、監事や会計

監査人による会計の監査、理事会で

の助言、加えて、会計監査人に業務

面における相談、助言を求めながら

引き続き、経営強化を図る。 

 

公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能

評価の認定を令和２年２月に受けた市民病院では、

その評価結果に基づき、今年度も業務運営の改善に

向けて継続的に取り組んだ。特に各部門のマニュア

ル作成が進み、業務の見直しや改善に積極的に取り

組んだ。 

業務監査については、監事による業務監査、理事

会での助言、必要に応じた顧問弁護士への相談等、

内部統制の強化を図った。 

会計面については、引き続き監事による会計監

査、理事会での助言に加え、会計監査法人による会

計のチェックや相談、助言を受けた。 

 

 

 

Ｂ Ｂ 
業務監査・会計監査を受け、

内部統制及び経営強化に取り

組んでいる。各部門のマニュア

ル作成により業務運営の改善

も図られており、計画を順調に

遂行していると評価できる。 

 

  

7
5



 

 

２ 職員のやりがいと満足度の向上 

（１）研修制度の充実及び資格取得への支援 
 

中期目標 
医学の進歩による医療の高度化・専門化に対応して、常に高度かつ標準化した医療を提供できるよう、専門性及び医療技術の向上を図るため、医療ス

タッフの研修や資格取得支援等を充実すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

専門性の向上に向けた研修制度

の充実に加えて、職員の資格取得を

奨励する制度を充実する。また、臨

床研修指導医、専門医、認定医、認

定看護師及び認定薬剤師等の資格

取得を促進するとともに資格保持

者の資格維持のための支援体制を

整え、質の高い医療の提供体制を構

築する。さらに、新内科専門医制度

の開始に伴い、基幹病院としての体

制を充実させる。 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
3年度 
目標 

臨床研修指導医数 40 人 

※臨床研修指導医については、市民病院の

常勤医師数に対して適正な人数であると

考える数値を目標値としている。 

 

 

 

 

 

 

専門性の向上に向けた研修制度

や職員の資格取得を奨励する制度

について、引き続き検討する。 

臨床研修指導医、専門医、認定医、

認定看護師及び認定薬剤師などの

資格取得を促進する。 

また、内科専門医制度では必須と

なっているＪＭＥＣＣ（内科救急講

習会）の開催を、引き続き市民病院

で定期的に行う。 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 
令和 
2年度 
目標 

臨床研修指導医数 45 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定看護師の制度が一部変更となり、修業年限が

長くなった中で、クリティカルケア領域で１名就学

することとなった。 

臨床研修指導医は５１人となり、目標の４５人を

上回った。 

内科専門医制度においては、研修医を７人採用し

た。また、シーリングによる影響を考慮し、県外の

連携施設、特別連携施設も追加し、研修医の施設外

研修先を充実させた。 

内科専門医制度で必須となっている内科救急講習

会（ＪＭＥＣＣ）については、院内で実施し、内科

専門プログラム研修医５名、初期研修医３名が参加

した。 

 

【実績値】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

臨床研修指導医数 53 人 51 人 51 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 
臨床研修指導医数は前年度

に引き続き目標値を上回る実

績となっているほか、専門医等

の人数も前年度以上の水準と

なっており、高く評価できる。 
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【関連指標】 

項目 

平成 

28 年度 
実績 

臨床研修指導医割合 70.5％ 

専門医数 123 人 

認定医数 61 人 

認定看護師数 
9分野 

12 人 

認定薬剤師数 5人 
 

 

【関連指標】 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

臨床研修指導医割合 67.1％ 

専門医数 142 人 

認定医数 66 人 

認定看護師数 
9分野 

12 人 

認定薬剤師数 8人 
 

 

【関連指標】 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

臨床研修指導医割合 67.1％ 65.8％ 66.2％ 

専門医 142 人 144 人 161 人 

認定医 66 人 65 人 101 人 

認定看護師数 
9分野 

12 人 

11 分野  

15 人 
11 分野  

15 人 

認定薬剤師数 8人 8人 8 人 
  

  

7
7



 

 

（２）適正な人事評価制度 
 

中期目標 医療組織に適した職員の業績や能力、経験や職責などを反映した公正かつ適正な人事評価により職員のモチベーションを高めるように努めること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

平成２８年１０月から導入した

新人事評価制度により、目標に対す

る成果を評価する業績評価、職務行

動を評価する能力評価を引き続き

実施し、職員の能力開発と人材育成

を図っていく。また、評価者と被評

価者が面談を行うことで法人の方

向性を職員に伝達し、職員自らの組

織内での役割を再確認させること

で組織の活性化を図る。 

本中期計画期間においては、この

制度を適切に運用していくととも

に、実施した上での問題点や課題を

抽出し、適宜見直しを行う。 

 

地方独立行政法人化後に導入し

た新しい人事評価制度の更なる浸

透を図り、評価結果に基づき適材適

所に向けた職員配置に活用するた

め、適切な運用が図れるよう職員全

体への理解を深めていく。 

当該制度を周知しつつ、評価者や

被評価者の負担を軽減し、実用性の

ある評価制度にしていくため、引き

続きわかりやすい書式への変更や

マニュアルの整備を行っていく。 

人事評価制度について、新評価者及び新採用者を

対象に研修を行った。複数回実施したものの業務上

の都合により参加できなかった職員には、ポータル

サイトに資料を公開することで代替とした。 

新型コロナの影響により各職員の業務運営も例年

と異なる部分も多い中であったが例年通り実施でき

た。 

 

Ｂ Ｂ 
人事評価制度の浸透に向け

て計画どおり研修等を実施で

きている。 
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（３）職場環境の整備 
 

中期目標 
職員のワークライフバランスや職場の安全確保、コミュニケーションの活性化などを通じて職場環境の改善を図り、働きやすく働きがいのある病院づ

くりに努めること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

職員が業務に専念できる職場環

境の整備に向けて、働き方改革、院

内保育のさらなる充実等職員満足

度の向上を目指す。 

 働き方改革として、業務体制の調

査、見直しを行い、作業量削減に向

けてタスクシフト等の仕組みを検

討し、より効率的な体制への改善を

図る。特に医師については、当直体

制や過重労働等を中心に問題点を

抽出し改善に努める。看護職員につ

いては、夜勤回数の増大を防ぐため

の体制を構築し、全看護職員の負担

軽減ができるような協力体制を整

備する。 

 院内保育については、保育児童数

が大幅に増加していることを踏ま

え、万一定員超えになった場合にも

対応できるような保育体制を実現

させる。さらに、夜間保育について

も需要に合わせて実施するなど、育

児休業からの早期復帰をサポート

していく。 

 

 

「働き方改革」に対応しながら医

療の質を維持し、過重労働とならな

いようにするため、業務内容見直し

による業務効率の向上を図るとと

もに、所属長をはじめとした職員全

体の業務への取り組み方の意識改

革を浸透させる。 

また、医師の働き方については、

患者のためにも医師のためにもタ

スクシフトやチーム医療の推進を

図り、業務が集中しない体制づくり

に努める。加えて、医師の勤務状態

を把握し、実態に即した対策を講じ

ていく。 

令和元年度に創設した安全衛生

管理室を強化し、超過労働対策やハ

ラスメント対策などを強化するこ

とで、職員の安全配慮を充実させる

とともに、職員満足度調査の実施・

分析等により、職場環境の整備を進

める。 

看護職員の夜勤を軽減するため

の協力体制の構築を図る。 

夜勤体制等をサポートするため、

夜間保育体制を整備、運用するな

ど、引き続き職員が業務に専念でき

る職場環境を整備する。 

また、院内保育の定員（３０名）

を超える場合でも、職場復帰を希望

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う診療体制の

変更や追加による職員の負担を軽減するため、看護

師を中途採用し、派遣職員を増員した。また新型コ

ロナに対応した職員への手当を増額するなど業務負

担に対して適正に対応した。 

医師の働き方についても、新型コロナ診療に関し

て新設したコロナ重症者入院時の宿直担当を、内科

以外の医師も含めて受け持つなど業務が集中しない

ように対応した。 

ハラスメント対策としては、人権研修の一環とし

て参加者の上限を設けて研修を実施した。この研修

は５回の予定であったが、新型コロナの影響により

４回しか実施できなかったものの、研修に参加でき

なかった職員用に資料をポータルサイトに掲載する

などの対応を行った。 

職員満足度調査については法定のストレスチェッ

クの追加項目として行った結果、前年度に比べ調査

票の回収率は向上した。 

看護師一人当りの夜勤回数の軽減を図るため、子

育て世代への夜勤協力の要請や、希望者による時限

的な夜勤専従などを実施した。 

院内保育園においては、今年度は産休・育休によ

る家庭での保育増加や他園への転園があったため、

平日の１日当たり平均利用者数が１４．０名と、前

年度より約７．２名減少した。定員を超えることは

なかったものの、職員が業務に専念できる職場環境

を整備するために運営委託業者と協力し、年度途中

の受入れや夜勤体制の継続的なサポート、一時保育

の柔軟な対応ができるよう受入体制を整えた。病児

Ｂ Ｂ 
コロナ禍で医師・看護師の負

担が増加する中、中途採用によ

る増員や夜勤・宿直の調整等に

より対応しているほか、院内保

育等による支援も継続してお

り、評価できる。 
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する職員のために、病院周辺の保育

施設との提携を検討するなど、育児

と仕事の両立を支援していく。 

 

【関連指標】 

院内保育児童数（月極定員 30名） 

平成 30年度実績 月平均 26.3 名 

※県補助金実績報告様式２７－１４号より 

※令和２年度は月極児童１４名＋一時保育

児童１５名からスタート予定 

保育においては、新型コロナの影響もあり１日平均

０．２名で稼働した。 

 

 

【平均利用者数（１日当たり）】 

区
分 

平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和 2年度 

実績 

平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 

院

内

保

育 

22.7 2.2 21.2 0.2 14.0 0.3 

病

児

保

育 

0.4 － 0.4 － 0.2 － 

夜

間

保

育 

0 － 0 － 0 － 

※病児保育は平成 30年 7月 23日から開始（平日のみ）。 

※夜間保育は平成 31年 3月 1日から開始（金曜日のみ）。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置  
 

１ 持続可能な経営基盤の確立 
 

中期目標 

経営の効率化や健全化に向けた取組をさらに進め、中期目標期間中の経常収支の黒字を達成するとともに、市立病院の役割を果たせる持続可能な経営

基盤を確立すること。 

特に、施設の改築更新、医療機器の導入・更新等ハード面の整備については、中長期的な視点で計画的に実施すること。 

なお、救急、感染症など公的に必要とされる医療を安定的に提供していくため、地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経

営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費等については、市の一般会計から運営費負担金として支出することとする

が、これについては、市民に分かりやすいように内訳や考え方を明らかにした上で適切に中期計画へ反映すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

市民病院としての役割を果たすと

ともに、増収対策及び費用の合理化

により、安定した経営基盤を確立し、

より自立した経営を目指す。 

医療を取り巻く環境の変化に迅

速に対応できるよう、適時、経営分

析を進めるとともに、地方独立行政

法人の特長をいかし、社会情勢の変

化に機敏に対応した病院経営を行う

ことにより、安定的な経常収支の黒

字化を目指すとともに、資金収支の

維持を図る。 

 

 

 

 

【目標値】 

 岡山市立総合医療センター 

項目 
令和 
3年度 
目標 

経常収支比率 100.9％ 
 

各診療科の傾向の把握、分析を行

うとともに、各部門は経営の視点を

踏まえて業務を行い、引き続き安定

した経営基盤の確立に取り組む。 

そのための対策として、ＤＰＣ対

象病院である市民病院は医療機関別

係数を有効に活用し、新規入院患者

を増やし、高稼動率の維持に努める。 

さらに、手術適応患者を積極的に

受入れる。 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

岡山市立総合医療センター 

項目 
令和 
2年度 
目標 

経常収支比率 100.5％ 

 

 

新型コロナの影響により、入院・外来ともに患者

数が激減した。そのため医業収益が大幅に減少し、

医業収支比率は年度目標を大きく下回った。しかし、

コロナ関連の補助金の交付により営業収益は増収と

なり、黒字となった。その結果、経常収支比率の年

度目標を達成し、資金を確保した。また、ベッドコ

ントロールの強化により病床を効率的に運用し、平

均在院日数を短縮したことで入院単価の上昇につな

げることができた。 

一方で、新型コロナの患者を積極的に受け入れ、

重点医療機関としての役割を大いに果たした。新型

コロナ患者以外の救急患者の受入れや通常医療の体

制確保のため、各種感染対策の改修工事や必要な医

療機器の購入等の設備投資を行った。 

 

 

【実績値】 

岡山市立総合医療センター 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

経常収支比率 98.9％ 100.1％ 107.7％ 

 

 

Ｂ Ｂ 
新型コロナの影響により全

ての診療科で患者が減少する

中、新型コロナ患者の受入体制

を整備したことによる補助金

収入により経常収支の黒字を

達成している。また、院内の各

種感染対策の改修工事等にも

柔軟に対応したことも評価で

きる。 
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市民病院 

項目 
令和 
2年度 

目標 

新入院患者数 9,500 名以上 

入院・外来手術料合計

（麻酔関連を除く） 
17 億円以上 

 

市民病院 

項目 
平成 

30 年度 

実績 

令和 
元年度 

実績 

令和 
2年度 

実績 

新入院患者数 9,536 名 10,147 名 8,135 名 

入院・外来手術

料合計（麻酔関

連を除く） 

1,647,777 

千円 

1,690,127

千円 

1,453,416

千円 
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２ 収入の確保及び費用の節減 
 

中期目標 
効率的な病床利用や高度医療機器の稼働率向上に努め、社会情勢の変化や医療保険制度の変革への的確な対応などにより収入を確保するとともに、給

与費比率の適正化や診療材料などの調達コストの削減など、費用の節減及び合理化を図ること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

各部門が収益目標を持ち、目標達

成のための取組の進捗状況を管

理・評価する目標管理制度の導入、

ＤＰＣによる診療情報の分析等経

営管理手法の積極的な活用により、

適正な収益の確保を図る。 

また、病棟ごとの病床稼働率や平

均在院日数の適正水準の維持を前

提に、適正なコストでの運営に向

け、給与費比率の適正化に努めると

ともに、診療材料などの調達方法に

おいて新たな仕組みを確立するな

どの改善により、費用の節減及び合

理化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑な病床管理により、病床稼働率

や平均在院日数の適正水準を維持する

とともに、救急部門等の効率的な運用

を図る。 

診療報酬の分析を行い、増収のため

の体制の充実、適正化を図る等、安定

した収入確保を図る。 

引き続き診療報酬改定に合わせ、新

たな加算の取得に向けた体制強化や運

用変更等、増収に向けた円滑な対応を

行う。 

未収金の発生を未然に防止するた

め、関係部署で患者の情報を共有し、

早期に限度額認定証、貸付制度、生活

保護などの制度説明及び申請を行う。 

また、発生した未収金については、

定期的な督促や債権回収委託の活用、

法的措置等により、早期回収に努める。 

地方独立行政法人の特長を生かし、予

算の弾力的な運用や多様な契約手法の

導入など、医療サービスの質の維持、

向上を図りながら、費用の節減、合理

化を図るよう努める。 

 

 

 

 

 

新型コロナの影響による救急患者受入制限の実施

や、感染症患者に必要な病床確保、また感染患者に

対応する看護師の増員による一般病床の休床などの

ため、病床稼働率は年度目標に大きく下回り、医業

収益も大幅に減収した。しかし新型コロナ患者（疑

い患者を含む）の外来診療や検査の実施、入院受入

れのための各種感染対策を講じ、当院の使命を果た

した。 

当院のスローガンである「断らない救急」につい

ては、コロナ感染症患者の影響で受入停止措置を行

わざるを得ない期間もあり、前年度比で、救急患者

数２３．４％減、救急要請応需率６％悪化となった。 

費用については、コロナ感染症対策に必要な備品

や医療機器の購入や改修工事等を行ったことで増加

しているが、補助金の活用など収支のバランスを図

りながらの投資であり、次年度以降の診療体制の維

持強化にもつながるように実施した。 

ＤＰＣ係数の分析については、施設基準への迅速

な対応を行うなど、引き続き収益増に努めた。 

支払いが困難な患者に対して、早期に限度額認定

証、貸付制度、生活保護などの説明及び代行手続き

を行い、患者負担を最小限にすることで、未収金の

発生の防止に努めた。 

発生した未収金については、患者及び連帯保証人

や家族などに対し定期的な催促を行った。悪質な未

収金患者に対しては、弁護士に債権回収委託を活用

し回収を行った。 

委託した弁護士から回収不能として返還された債

Ｂ Ｂ 
市民病院では、新型コロナの

影響により病床稼働率、医業収

支比率、給与費比率等は悪化し

たものの、積極的に新型コロナ

患者の受入れを進めた結果、補

助金により経常収支の黒字を

達成している。 

また、せのお病院の各種指標

も概ね目標値を達成している。 
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【目標値】 

市民病院 

項目 

令和 

3年度 
目標 

病床稼働率 ※1 94.6％ 

平均在院日数 12.7 日 

経常収支比率 101.2％ 

医業収支比率 98.0％ 

給与費比率 54.8％ 

 

せのお病院 

項目 
令和 
3年度 

目標 

病床稼

働率 

※1 

一般病床 94.0％ 

地域包括ケ

ア病床 ※2 
94.0％ 

平均在

院日数 
一般病床 17.0 日 

在院 

日数 

地域包括ケ

ア病床 ※2 

60.0 日以内 

※3 

経常収支比率 110.8％ 

医業収支比率 86.0％ 

給与費比率 76.3％ 

※1 病床稼働率＝（在院患者延べ数＋退院

患者数）×100／（届出病床数×日数） 

 在院患者延べ数とは 24 時現在に入院中

の患者の延べ数 

 

 

 

 

【目標値】 

市民病院 

項目 

令和 

2年度 
目標 

病床稼働率 ※1 98.2％ 

平均在院日数 13.1 日 

経常収支比率 101.1％ 

医業収支比率 97.7％ 

給与費比率 55.1％ 

 

せのお病院 

項目 
令和 
2年度 

目標 

病床稼

働率 

※1 

一般病床 

※2 
－ 

地域包括ケ

ア病床  
90.0％ 

平均在

院日数 

一般病床 

※2 
－ 

在院 

日数 

地域包括ケ

ア病床  
60.0 日以内 

経常収支比率 111.9％ 

医業収支比率 90.4％ 

給与費比率 75.3％ 

※１ 病床稼働率＝（在院患者延べ数＋退

院患者数）×100／（届出病床数×日数）

在院患者延べ数とは２４時現在に入院

中の患者の延べ数 

権については内容を精査し、１５名に対して訴訟手

続き（支払督促）を行い、２名は分割払いに、５名

は完納となった。 

 

【実績値】 

市民病院 

項目 

平成 

30 年度 
実績 

令和 

元年度 
実績 

令和 

2年度 
実績 

病床稼働率  ※1 98.1％ 96.9％ 
73.7％ 

(79.0％) 

平均在院日数 13.6 日 13.0 日 12.0 日 

経常収支比率※2 99.4％ 100.9％ 108.6％ 

医業収支比率 92.6％ 94.6％ 86.8％ 

給与費比率 ※2 56.8％ 54.7％ 61.5％ 

 

せのお病院 

項目 
平成 

30 年度 
実績 

令和 
元年度 
実績 

令和 
2年度 
実績 

病床稼

働率  

※1 

一般病床 

※3 
35.0％ － － 

地 域 包 括

ケア病床  
83.0％ 88.5％ 86.6％ 

平均在

院日数 

一般病床 

※3 
7.1 日 － － 

在院 

日数 

地 域 包 括

ケア病床  
30.7 日 34.8 日 36.7 日 

経常収支比率 104.8％ 111.4％ 115.7％ 

医業収支比率 80.1％ 87.3％ 90.6％ 

給与費比率 86.0％ 78.7％ 75.4％ 

※１ 病床稼働率＝（在院患者延べ数＋退院患者数）×100／

（届出病床数×日数）在院患者延べ数とは２４時現在

に入院中の患者の延べ数 

   病床稼働率欄の（）内は、新型コロナ対応病床（感染
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※2 新規目標 

※3 地域包括ケア病床に求められる診療報

酬の施設基準とする。（平成 29 年度時点

の基準は 60日以内） 

※２ せのお病院の一般病床は、平成３０

年５月から全て地域包括ケア病床に転

換している。 

対策工事による休床分を含む）を除いて計算 

※２ 法人本部に係る費用（一般管理費）を除く。なお、令

和元年度から人事課及び財務課が、市民病院から法人

本部へ所管替えとなっている。 

※３ せのお病院の一般病床は、平成３０年５月から全て地

域包括ケア病床に転換している。 
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第４ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

１ 健康・医療・福祉を核としたまちづくりへの貢献 
 

中期目標 市民病院の隣接地に導入予定の健康・医療・福祉系施設と協力し、市の推進する健康・医療・福祉を核としたまちづくりへ貢献すること。 
 

中期計画 年度計画 
法人による自己評価 市長による評価 

評価の判断理由・業務の実施状況等 評価 評価 評価の判断理由・意見等 

市民病院の隣接地に導入予定の

健康・医療・福祉系施設において、

市民への健康講座の開催や、当該施

設の機能が市民の健康維持・向上に

つながる効果的なものとなるよう

施設事業者等との連携を図るなど、

市の推進する健康・医療・福祉を核

としたまちづくりへ貢献する。 

  

市民病院の隣接地に導入された

健康・医療・福祉系施設における施

設事業者等との連携方法等につい

ては、建物の一画を市民病院が借り

受け、多職種で連携する市民の健康

増進に向けた健康講座等の具体的

な計画などを、市や関係団体と協議

しながら積極的に進めていく。 

新型コロナの拡大により、大人数での市民健康講

座等の開催は不可能となった。このため、開催方法

等について岡山市と協議し、Ｗｅｂを活用したリモ

ート開催などを実現するための通信・放送設備等を

整備し、開催を検討した。 

Ｂ Ｂ 
コロナ禍で対面・集合型の講

座が開催できない中、借り受け

た施設を活用しウェブよる講

座の開催の準備を進めており、

概ね計画どおり実施したもの

と評価する。 
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４．項目別の状況 

予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 
 

 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

短期借入金の限度額 
  

中期計画 令和 2年度計画 令和 2年度実績 

１ 限度額 700 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

施設改修、医療機器等購入等による一時的な資金不足への対

応 

１ 限度額 300 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

施設改修、医療機器等購入等による一時的な資金不足への対

応 

短期の借入は行わなかった。 

 

 
 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
  

中期計画 令和 2年度計画 令和 2年度実績 

なし なし 該当なし 

 

 

 
 

剰余金の使途 
  

中期計画 令和 2年度計画 令和 2年度実績 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備や修繕、

医療機器の購入、教育や人材育成の充実等に充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備や修繕、

医療機器の購入、教育や人材育成の充実等に充てる。 

令和２年度は、剰余金は発生しなかった。 
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地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 
  

中期計画 令和 2年度計画 令和 2年度実績 

１ 施設及び設備に関する計画      （単位：百万円） 

 施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設，医療機器等整備 3,067 岡山市長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

（１） 医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対

応することができるよう、組織及び職員配置の在り方を常に

検証し、必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

（２） 接遇、患者サービス向上のため、職員の帰属意識を高

め、意欲を引き出すことができるような人事制度を構築する

とともに、教育・研修体制の充実等により、職員のモチベー

ションの維持・向上を図る。 

（３） 長期的な視野から安定した経営を図ることができるよ

うに職員の計画的な採用及び育成に取り組む。 

 

３ 中期目標の期間を超える債務負担  （単位：百万円） 

区分 
中期目標期

間償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

移行前地方債償還債務 1,034 2,936 3,970 

長期借入金 3,313 10,958 14,271 

 

４ 積立金の処分に関する計画 

   なし 

１ 施設及び設備に関する計画       （単位：百万円） 

 施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設，医療機器等整備 489 岡山市長期借入金等 

 

１ 施設及び設備に関する計画       （単位：百万円） 

 施設及び設備の内容 実績額 財源 

病院施設，医療機器等整備 923 岡山市長期借入金等 
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地方独立行政法人岡山市立総合医療センター業務実績評価の基本方針 

 

 平成３０年６月２７日策定 

    

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）第２８条第

１項の規定に基づく地方独立行政法人岡山市立総合医療センター（以下「法人」という。）

の業務実績に関する評価（以下「評価」という。）については，以下の方針に基づき行

うものとする。 

なお，評価を実施するに当たっては，法第２８条第４項及び地方独立行政法人岡山市

立総合医療センター評価委員会条例（平成２５年市条例第１０号）に基づき，地方独立

行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会（以下「評価委員会」という。）の意見

を聴くものとする。 

 

１． 基本方針 

（１）評価は，法人が実施する業務の公共性に鑑み，また，業務運営の透明性を確保す

る観点から行う。これにより，中期目標の達成のために，法人の業務運営の改善及

び効率化が進められること及び法人の質的向上に資することを目的とする。 

（２）評価は，年度計画及び中期計画の実施状況を確認及び分析し，法人の業務運営等

について総合的に判断して行うものとする。 

（３）評価に当たっては，単に実績数値にとらわれることなく，年度計画及び中期計画

を達成するために行った業務運営の改善や効率化等の特色ある取り組みや工夫に

ついても考慮し，積極的に評価する。 

（４）評価の方法については，法人を取り巻く環境変化などを踏まえ柔軟に対応するた

め，必要に応じて見直しを行うこととする。 

（５）評価を受けることにより法人が改善・見直しを行い，次年度及び次期中期目標期

間の計画及び行動に評価結果を反映させる「法人におけるＰＤＣＡサイクル」を機

能させることを念頭において評価を行う。 

 

２．評価方法 

（１）評価の種類 

評価は，各事業年度終了時に実施する「年度評価」と，中期目標の期間の最後の事

業年度の直前の事業年度終了時に実施する「中期目標期間見込評価」，中期目標の期

間終了時に実施する「中期目標期間評価」とし，それぞれ「項目別評価」と「全体評

価」により行うこととする。 

（２）年度評価 

中期計画及び年度計画に記載されている小項目，大項目及び全体について評価を行

う。 

なお，年度評価に係る評価基準等の詳細については，別途実施要領で定めるものと

する。 
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ア．項目別評価 

各事業年度における業務の実績について，法人による自己評価の結果を踏まえ，

項目別評価（小項目及び大項目）を行う。 

イ．全体評価 

項目別評価の結果を踏まえ，年度計画の実施状況，中期計画の進捗状況その他業

務運営全体について総合的に評価する。 

 

（３）中期目標期間見込評価 

  中期目標及び中期計画に記載されている大項目及び全体について評価を行う。 

  なお，中期目標期間見込評価に係る評価基準等の詳細については，別途，実施要領

で定めるものとする。 

ア．項目別評価 

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係

る自己評価の結果を踏まえ，中期目標の達成状況等について項目別評価（大項目）

を行う。 

イ．全体評価 

項目別評価の結果を踏まえ，中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期

間における業務運営全体について総合的に評価する。 

 

（４）中期目標期間評価 

中期目標及び中期計画に記載されている大項目及び全体について評価を行う。 

なお，中期目標期間評価に係る評価基準等の詳細については，別途，実施要領で定

めるものとする。 

ア．項目別評価 

中期目標の期間における業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ，中期目標の

達成状況等について項目別評価（大項目）を行う。 

イ．全体評価 

項目別評価の結果を踏まえ，中期目標の期間における業務運営全体について総合

的に評価する。 

 

３．評価の進め方 

（１）法人からの報告書の提出 

法人は，法第２８条第２項に基づく報告書（以下「業務実績報告書」という。）の

提出に際し，各事業年度の業務実績報告書においては，年度計画に記載されている小

項目などについて法人が行った自己評価をあわせて記載するものとし，中期目標の期

間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務実績報告書及び中期目標の期

間における業務実績報告書においては，中期目標及び中期計画に記載されている大項

目などについて法人が行った自己評価をあわせて記載するものとする。 

（２）評価の実施 
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市長は，提出された業務実績報告書をもとに，必要に応じて法人から意見聴取や追

加資料の提供を受け，これらを踏まえて業務の実施状況を確認及び分析し，評価委員

会の意見を聴いた上で，総合的な評価を行う。 

（３）意見申立て機会の付与 

市長は，評価結果の決定に当たり，法人に対し評価結果（案）に対する意見申立て

の機会を付与する。 

 

４．評価結果の活用 

（１）法人は，評価結果や業務改善等の命令を受けて，法人として取り組む事項を明確

にし，改善に取り組むとともに，状況を市長に報告する。 

（２）法人の業務の継続又は組織の存続の必要性等に関する検討，次期の中期目標及び

中期計画の策定に関しては，中期目標期間の各年度の評価結果を踏まえるものとす

る。 
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地方独立行政法人岡山市立総合医療センター年度評価実施要領 

 

平成３０年６月２７日策定 

 

地方独立行政法人法第２８条の規定に基づく地方独立行政法人岡山市立総合医療セ

ンター（以下「法人」という。）の各事業年度における業務実績に関する評価（以下「年

度評価」という。）を実施するに当たっては，「地方独立行政法人岡山市立総合医療セン

ター業務実績評価の基本方針」に基づき，以下の要領により実施する。  

 

１．評価方法  

年度評価は，法人から提出された各事業年度における業務実績を明らかにした報告書

（以下「業務実績報告書」という。）等をもとに，「項目別評価」及び「全体評価」によ

り行う。 

評価結果は，別に定める「評価結果報告書」に記載するものとする。 

 

２．項目別評価の具体的方法  

「項目別評価」は，原則として当該年度の年度計画に定めた項目（小項目）ごとに，

その実施状況について，法人が自己評価を行い，業務実績報告書を作成，市長に提出す

る。市長は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評価委員会（以下「評価委員

会」という。）の意見を聴いた上で，小項目評価を行い，続いて年度計画に掲げる「第

１～第４」の項目（大項目）について評価を行う。  

 

（１）法人による小項目の自己評価  

法人において，小項目ごとの進捗について次の５段階の評語を付して自己評価を行う。  

その際，市長が業務の実施状況を客観的に適正に判断して評価できるよう，小項目ご

との実施状況をできる限り定量的かつ正確な記述により業務実績がわかるよう工夫す

るとともに，自己評価の結果とその判断理由を記載した業務実績報告書を作成する。 

なお，業務実績報告書には，特色ある取り組み，法人運営を円滑に進めるための工夫，

今後の課題などを特記事項として自由に記載するものとする。 

 

Ｓ（評点５）：年度計画を大幅に上回って実施している。  

Ａ（評点４）：年度計画を上回って実施している。  

Ｂ（評点３）：年度計画を順調に実施している。  

Ｃ（評点２）：年度計画を十分に実施できていない。  

Ｄ（評点１）：年度計画を大幅に下回っている。  

 

（２）市長による小項目評価  

法人から提出された業務実績報告書等をもとに，法人の業務実績や法人による自己評

価などを総合的に検証し，小項目ごとの進捗状況について，法人の自己評価と同様に「Ｓ，

Ａ～Ｄ」の５段階の評語を付すことにより小項目評価を行う。 

その際，単に目標値及び前年度数値と当該実績値の比較だけでなく，計画を達成する
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ために行った取り組み等についても考慮し，総合的に判断するものとする。  

評価に当たり，法人の自己評価と異なる場合は，その判断理由を記載し，また，その

他必要に応じて，特筆すべき点や遅れている点についても記載する。 

なお，総合的な判断を行うため，市長は，必要に応じて法人への意見聴取や資料提供

を求めることができることとする。 

 

（３）市長による大項目評価 

大項目ごとに中期計画の実現に向けた業務の進捗状況を評価するため，小項目評価に

おける平均評点を客観的基準として、次の５段階の評語を付すことにより大項目評価を

行う。 

また，その他必要に応じて，特筆すべき点や遅れている点について記載する。 

 

５：中期計画の実現に向けて，特筆すべき進捗状況にある 

（小項目評価評点平均４．２以上）  

４：中期計画の実現に向けて目標を上回って実施している 

（小項目評価評点平均３．７以上４．１以下）  

３：中期計画の実現に向けて概ね計画どおり進んでいる  

（小項目評価評点平均２．７以上３．６以下）  

２：中期計画の実現のためにはやや遅れている  

（小項目評価評点平均１．７以上２．６以下）  

１：中期計画の実現のためには重大な改善すべき事項がある  

（小項目評価評点平均１．６以下）  

 

３．全体評価の具体的方法  

項目別評価の結果を踏まえ，年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況について，記

述式による評価を行う。  

全体評価においては，法人化を契機とした病院改革の取り組み（法人運営における業

務運営の改善・効率化，財務内容の改善など）を積極的に評価するものとする。  

また，項目別の結果とともに，主な取組や特色ある取組及び特に優れている点等特筆

すべき取組についても記載するものとする。  

さらに，業務実施状況に対する評価委員会の意見や改善すべき事項に対する指摘を評

価結果報告書に記載するとともに，特に重大な改善事項については必要な措置を講ずる

ことを命ずるものとする。 
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